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デ
ュ
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・
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法
制
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説論

第
二
節
判
例
理
論
の
確
立

第
三
節
判
例
理
論
に
対
す
る
学
説
の
批
判
(
以
上
四
一
巻
二
号
)

第
四
節
最
近
の
下
級
審
の
動
向

第
五
節
本
章
の
ま
と
め
(
以
上
回
二
巻
一
号
)

第
三
章
退
去
強
制
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス

第
一
節
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
概
要

第
二
節
退
去
強
制
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
判
例
史

第
三
節
本
章
の
ま
と
め
(
以
上
本
号
)

第
四
章
再
入
国
理
論
と
手
続
的
保
障

第
二
部
合
衆
国
移
民
法
と
手
続
の
実
効
的
保
護

は
じ
め
に

第
一
章
手
続
要
件
と
司
法
審
査
の
態
様

第
二
章
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
と
そ
の
後
の
手
続
保
障
の
動
向

第
三
章
手
続
的
取
庇
の
判
断
と
手
続
の
実
効
的
保
護

ま
と
め
に
か
え
て
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第
三
章

退
去
強
制
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス

前
章
で
紹
介
・
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
の
伝
統
的
な
判
例
法
理
|
|
こ
れ
に
対
し
て
は
学
説
か
ら
強
い
批
判
が
向
け

ら
れ
て
お
り
、
ま
た
最
近
で
は
判
例
法
理
そ
の
も
の
が
揺
れ
動
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
は
、
入
国
拒
否
処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
外
国



人
に
は
手
続
保
障
を
援
用
可
能
な
も
の
と
す
る
憲
法
上
の
実
体
的
権
原
が
な
い
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
た

る
外
国
人
に
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
が
あ
る
も
の
と
ふ
る
く
か
ら
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
処
分
手
続
に
は
手
続
的
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
課
せ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
合
衆
国
の
判
例
理
論
上
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
有
す

る
利
益
の
う
ち
い
か
な
る
利
益
が
保
護
法
益
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
の
際
憲
法
上
必
要
と
さ
れ
る
手
続
は
ど
の
よ
う

な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
本
章
で
検
討
す
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

右
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
次
の
三
点
か
ら
意
義
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
退
去
強
制
手
続
制
度
の
歴
史
的
展
開
と
の
関
係
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
既
に
第
一
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う
に
、
退
去
強
制
処
分
を
行
う
際
に
い
か
な
る
手
続
を
履
践
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
一

九
五
二
年
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
長
い
間
、
法
律
上
明
文
の
規
定
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
専
ら
行
政
機
関
の
定
め
る
規

則
及
び
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
五
二
年
法
以
前
の
退
去
強
制
手
続
制
度
の
内
容
を
考
察
す
る
、
と
い
う
意
味
か
ら
、

判
例
理
論
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
右
の
点
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
出
入
国
管
理
法
上
の
処
分
と
し
て
、

入
国
拒
否
処
分
と
対
比
し
た
場
合
に
退
去
強
制
処
分
に
は
い
か
な
る
特
徴
が
あ
る
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
手
続

的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
ゼ
ス
理
論
一
般
の
展
開
と
比
較
し
た
場
合
に
、
退
去
強
制
手
続
に
関
す
る
考
え
方
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
ま
ず
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
概
要
を
、
以
下
の
叙
述
と
関
連
す
る
限
り
で
要
約
し
た
後
、
退
去
強
制
手
続

と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
一
般
論
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
展
開
し
て
き
た
の
か
を
紹
介
し
、
退
去
強
制
手
続
を
め
ぐ
る
判

例
に
お
い
て
、
第
五
修
正
上
の
保
護
法
益
と
手
続
要
件
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

北法42(3・75)763



説

第
一
節

手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
概
要

北法42(3・76)764

論

(
1
)
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
判
例
史

合
衆
国
に
お
い
て
行
政
機
関
の
決
定
行
為
に
手
続
的
適
正
の
理
論
が
適
用
さ
れ
る
憲
法
上
の
根
拠
条
文
は
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ

ロ
セ
ス
条
項
で
あ
る
。
こ
の
第
五
修
正
の
手
続
保
護
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
政
府
の
恋
意
的
な
行
為
に
対
す
る
何
ら
か
の
制
度
的
チ
ェ
ッ

ク
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
み
個
人
の
自
由
が
保
持
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
考
え
方
自
体
は
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
を
取
り
巻
く
合
衆
国
に
特
有
の
状
況
も
い
く
つ

か
あ
る
。
訴
訟
構
造
、
実
定
法
制
度
(
行
政
手
続
法
)
の
存
在
及
び
連
邦
制
と
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
と
っ
て
特

に
重
要
な
合
衆
国
判
例
理
論
の
特
徴
は
、
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
の
一
般
的
判
断
枠
組
み
が
二
段
階
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
わ
れ
る
も
の
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
を
確
定
し
、
し
か
る
後
に
、
適
正
と
さ
れ
る

手
続
内
容
を
検
討
す
る
、
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
確
立
し
た
の
は
一
九
七

0
年
代
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
の
判
例
の
展
開
を
概
観
し
て
お
代
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
的
枠
組
み
は
と
も
か
く
、
そ
の
下
で

の
具
体
的
な
判
例
理
論
の
展
開
に
は
一
貫
性
が
な
く
、
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
他
面
、
詳
細
に
判
例
史
を
検
討
す
る
余

裕
は
本
稿
に
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
一
九
七

0
年
代
以
前
の
判
例
理
論
が
持
つ
ご
く
基
本
的
な
特
徴
の
み
を
示
す
に
と
ど
め
る
。

二
第
一
の
特
徴
は
、
非
常
に
早
い
時
期
に
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
手
続
が

適
正
と
さ
れ
る
か
を
決
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
手
法
は
、
最
初
期
に
お
い
て
は
自
然
法
へ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、



一
九
世
紀
後
半
の
判
例
に
よ
り
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
と
は
「
法
の
形
式
に
し
た
が
っ
た
、
事
案
に
適
し
た
、
そ
し
て
影
響
を
受
け
る
当
事

者
に
と
っ
て
正
当
な
L

手
続
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

エ
ル
ド
リ
ツ
ジ
判
決
以
降
の
判
例
が
用
い
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
功
利
主
義
的
な
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
ュ

l
・
プ

ロ
セ
ス
が
い
か
な
る
手
続
を
要
求
す
る
の
か
、
の
決
め
手
と
な
る
基
準
は
、
問
題
と
な
る
行
政
機
関
の
行
為
の
性
格
が
準
立
法
的
か
準
司
法

的
か
、
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
機
関
が
準
司
法
的
権
限
を
行
使
し
て
、
裁
決
事
実
の
判
定
を
行
う
場
合
に
は
、
告
知
聴

聞
が
要
求
さ
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

特
徴
の
第
二
は
、
裁
判
所
が
右
の
抽
象
的
基
準
を
用
い
て
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
手
続
を
導
き
出
す
際
に
、
デ
ュ

1
・

プ
ロ
セ
ス
が
す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
手
続
を
完
全
に
司
法
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
実
は
裁
判

手
続
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
七

0
年
代
以
降
の
判
例
法
理
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
一
九
七

O
年
以
前
に
お
い
て
は
特
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
一
つ
に
は
、
行
政

手
続
法
が
裁
決
手
続
に
対
し
て
一
律
に
裁
判
手
続
を
モ
デ
ル
と
し
た
厳
格
な
手
続
を
要
求
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
憲
法
上
の

要
求
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
事
実
問
題
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
手
続
と

し
て
は
裁
判
手
続
が
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
手
続
が
適
正
か
を
考
え

る
際
の
基
準
と
し
て
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
の
が
裁
判
手
続
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
行
政
機
関
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
司
法
化

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
長
く
批
判
が
あ
り
、
ま
た
、
二

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
社
会
経
済
立
法
に
基
づ
く
諸
々
の
規
制
が
な
さ
れ

つ
ま
り
裁
判
手
続
上
の
手
続
保
障
の
型
か
ら
大
き
く
離
れ
る
手
続
保
障
で
も
十
分
で

北法42(3・77)765 

さ
き
に
述
べ
た
「
基
準
」
、

あ
る
と
さ
れ
る
広
範
な
領
域
が
生
じ
た
こ
と
も
ま
た
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
の
特
徴
は
権
利
特
権
二
分
論
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
き
に
簡
単
に
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

四



説

ぃ
。
た
だ
し
、
こ
の
権
利
特
権
二
分
論
の
崩
壊
に
よ
り
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の

保
護
法
益
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
を
区
別
す
る
必
要
性
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
問
題
そ
の
も
の
は
残
っ
て
お
り
、
混

乱
が
続
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
し
て
お
く
。

北法42(3・78)766

論

(2)
保
護
法
益

わ
が
国
で
は
、
実
体
的
な
法
的
利
益
の
有
無
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、

が
、
合
衆
国
で
は
こ
の
よ
う
な
権
利
は
存
在
せ
ず
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
援
用
す
る
た
め
に
は
ま
ず
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス

の
保
護
法
益
た
る
「
生
命
、
自
由
、
財
産
」
の
侵
害
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
「
手
続
上
の
請
求
権
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
い
る

そ
こ
で
、
こ
の
「
生
命
、
自
由
、
財
産
L

の
内
容
が
問
題
と
な
る
わ
げ
で
あ
る
が
、
初
期
の
判
決
は
右
の
文
言
を
き
わ
め
て
ル
ー
ズ

に
解
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
自
由
と
い
う
利
益
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
判
例
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法

益
と
し
て
の
自
由
を
、
「
市
民
の
身
体
的
拘
束
か
ら
の
自
由
」
と
把
握
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
徐
々
に
広
が
り
、
つ
い
に
は
冨

aq
〈
-

Z
与
E印
}S
判
決
に
お
い
て
、
「
自
由
な
人
に
よ
る
幸
福
の
規
律
正
し
い
追
求
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
も
の
と
し
て
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
長
く

認
知
さ
れ
て
き
た
特
権
を
享
受
す
る
権
利
」
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
あ
る
利
益
が
デ
ュ

l
・
プ

ロ
セ
ス
で
保
護
さ
れ
て
い
る
「
自
由
L

に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
利
益
の
コ
モ
ン
・
ロ
1
上
の
位
置
づ
け
が
一
つ
の
ポ
イ
ン

ト
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
既
述
の
特
権
理
論
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
を
一
つ
の
契
機
と
し
て

掘
り
崩
さ
れ
、
ロ
ス
判
決
に
よ
り
特
権
理
論
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ス
判
決
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
い
う
寸
自
由
L

に
つ
い

て
は
広
く
定
義
し
、
契
約
の
自
由
、
結
婚
、
名
誉
そ
の
他
「
自
由
な
人
に
よ
る
幸
福
の
秩
序
正
し
い
追
求
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
長
く



認
め
ら
れ
て
き
た
特
権
」
を
享
受
す
る
自
由
を
合
併
も
の
と
し
が
の
に
対
し
て
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
も
う
一
つ
の
保
護
法
益
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
「
財
産
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
い
え
る
た
め
に
は
あ
る
給
付

(
Z
S
B
)
を
受
け
る
に
つ
き
正
当
な
権
原

(
2
5
3
2
C
を
個
人
が
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
が
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
権
原
を
基
礎
付
け
る
も
の
は
憲
法
自
体
で
な
く
州
法
解
で

あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

右
の
ロ
ス
判
決
等
に
よ
り
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
が
、

れ
、
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
「
核
L

を
越
え
て
拡
張
し
て
い
く
途
が
聞
か

手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

寸
利
益
」
と
寸
単
な
る
期
待
」
と
い
っ
た
区
分
論
で
は
な
く
、
生
命
、

た
利
益
及
び
財
産
上
の
寸
権
原
」
に
該
当
す
る
か
否
か
、
と
い
う
区
分
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
「
権
原
」
理
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
権
利
特
権
二
分
論
に
近
い
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が

従
来
よ
り
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
が
適
用
さ
れ
る
利
益
と
し
か
ら
ざ
る
利
益
と
を
カ
テ

ゴ
リ
カ
ル
に
区
分
す
る
、
と
い
う
点
で
か
つ
て
の
特
権
理
論
に
類
似
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
寸
権
原
」
理
論
は
、
当
初
、
憲
法
な
い
し
コ

モ
ン
・
ロ

l
に
基
礎
付
け
う
る
寸
核
と
な
る
」
利
益
を
越
え
て
、
政
府
と
一
定
の
関
係
下
に
あ
る
個
人
の
合
理
的
な
期
待
に
対
し
て
も
保
護

を
与
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
一
九
七

0
年
代
半
ば
よ
り
、
寸
権
原
L

理
論
が
逆
用
さ
れ
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ

セ
ス
の
保
護
法
益
を
限
定
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
寸
財
産
」
利
益
を
州
が
創
設
し
得
る
と
い
う
考
え
方
で
判

例
は
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
財
産
利
益
の
有
無
を
検
討
す
る
に
際
し
て
連
邦
最
高
裁
は
州
法
の
ご
と
き
憲
法
外
的
な
法
源
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
産
利
益
の
有
無
は
州
の
自
由
な
判
断
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
こ
の
よ
う
な
実
定
法
至
上
主
義
的
発
想
は
、
そ
の
後
、
特
に
収
監
者
に
関
す
る
判
例
を
中
心
と
し
て
「
自
由
L

利
益
の
把
握
方
法
に

も
拡
大
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

μ
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
し
て
の
「
自
由
L

も
寸
財
産
」
と
同
じ

く
単
に
州
の
創
出
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
原
則
を
、
従
来
、
直
載
に
表
明
し
た
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
第
五
修
正
に
い
う
寸
自
由
」

北法42(3・79)767

「
自
由
L

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ



説

利
益
と
は
い
か
な
る
範
囲
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
身
体
の
自
由
や
基
本
的
な
憲
法
上
の
権
利
以
上
に
及
ぶ
こ
と
は
明
ら
か
、

と
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
人
間
の
活
動
す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
自
由
」
と
い
う
文
言
に
特
定
の
意
味
内
容
を
付

与
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
不
可
能
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

五
な
お
付
言
す
る
に
、
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
そ
れ
と
で
姐
酷
が
生
ず
る
場
合
が

あ

μ
。
典
型
が
福
祉
受
給
権
で
あ
り
、
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て
い
斜
が
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ

セ
ス
の
保
護
法
益
と
し
て
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
連
邦
最
高
裁
自
身
は
、
平
等
原
則
下
で
の
厳
格
審
査
は
、
権
利
が
憲

法
上
明
示
も
し
く
は
黙
示
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
下
の
財
産
利
益
は
憲
法
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
州
法
の
ご
と
き
独
立
の
法
源
に
由
来
す
る
既
存
の
準
則
も
し
く
は
解
釈
に
よ
り
創
造
さ
れ
得
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
説
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
差
異
が
生
ず
る
根
本
的
理
由
は
、
要
す
る
に
実
体
的
な
権
利
・
利
益
の
付
与
に
つ
い
て
は
立
法
部
の
判

断
を
信
頼
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
立
法
府
へ
の
信
頼
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
で
は
機
能
せ
ず
裁
判
所
に
よ
る
手
続
的
統
制

が
必
要
と
な
る
よ
う
な
法
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

北法42(3・80)768

論

(
3
)
手
続
要
件
論

一
九
七

0
年
代
以
前
に
お
い
て
、
非
刑
事
手
続
で
い
か
な
る
手
続
要
件
が
課
せ
ら
れ
る
か
を
判
断
す
る
際
の
一
般
的
基
準
が
、
行
政

(
い
わ
ゆ
る
弾
力
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

機
関
の
行
為
性
質
を
軸
と
す
る
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た

(
]
戸
。
一

M-σ-o
己
己
O

U
吋
。
の
め
印
印
)

ア

ブ
ロ
ー
チ
)
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
行
政
手
続
の
最
小
限
の
基
準
を
定
立
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
内
容
は
寸
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
の
基
本
要
素
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
要
約
し
得
る
も
の
で
あ
斜
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ



コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
手
続
が
行
政
手
続
の
決
定
の
際
に
念
頭
に
お
か
れ
、
そ
こ
か
ら
い
わ
ば
「
引
算
」
式
に
適
切
な
手
続
の
内
容
が

判
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
等
に
よ
り
か
つ
て
の
特
権
理
論
は
一
応
の
崩
壊
を
見
、
そ
れ
に
と
も

で
は
、

手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

な
っ
て
寸
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
爆
発
」
と
い
わ
れ
る
現
象
が
発
生
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
は
、

被
侵
害
利
益
の
重
さ
(
場
。

-mZ)
に
着
目
し
、
か
っ
、
伝
統
的
な
利
益
衡
量
の
枠
組
み
を
用
い
つ
つ
か
な
り
正
式
手
続
に
近
い
手
続
要
件
を

公
的
扶
助
の
打
ち
切
り
に
対
し
て
要
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
寸
爆
発
L

の
結
果
、
正
式
な
手
続
を
リ
ジ
ッ
ド
に
行
政
機
関
に
要
求
す
る

こ
と
が
逆
に
困
難
と
な
り
、
よ
り
柔
軟
な
適
正
手
続
の
観
念
を
発
展
さ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
一
九
七
二
年
の
ロ
ス
判
傑
に
よ
り
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
し
て
法
律
上
の
寸
権
原
」
の
存
在
が
認
知
さ
れ
、
こ
こ
で

連
邦
最
高
裁
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
存
否
の
問
題
と
手
続
要
件
の
問
題
と
を
初
め
て
理
論
的
に
明
確
に
区
分
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
権
原
」
の
存
否
は
一
連
の
実
定
法
の
解
釈
に
依
拠
し
て
決
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
手
続
要
件
の
確
定
は
憲
法
上

の
基
準
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
以
、
こ
こ
で
は
連
邦
最
高
裁
は
手
続
要
件
確
定
の
た
め
伝
統
的
な
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
い

μ
。
も
っ
と
も
、

一
方
で
は
、

ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
以
降
の
連
邦
最
高
裁
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
最
小
限
の
手
続
以
上
の
手
続
要
件
を

行
政
機
関
に
課
さ
な
い
こ
と
の
重
要
性
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
卵
、
そ
の
後
、
徐
々
に
、
判
例
は
事
実
審
型
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
を
や
め
、
公
正
な
略
式
の
手
続
要
件
を
課
す
必
要
性
を
認
識
し
て
い
っ
た
の
で
あ
討
。

三
右
の
よ
う
な
手
続
要
件
を
確
定
す
る
基
準
と
し
て
現
在
の
連
邦
最
高
裁
は
費
用
便
益
分
析
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・

ケ

l
ス
が
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
で
あ
る
。
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
は
、
手
続
要
件
確
定
の
た
め
の
基
準
と
し
て
、
著
名
な
次
の
三
要
素
を
挙
げ

て
い

μ
。
①
行
政
機
関
の
行
為
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
処
分
の
相
手
方
の
利
益
、
②
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
手
続
に
よ
る
と
右
の
相
手
方
の

利
益
が
誤
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
危
険
性
、
及
び
、
既
存
の
手
続
に
付
加
的
も
し
く
は
代
替
的
な
手
続
保
護
が
も
し
あ
れ
ば
、
そ
の
手
続
保
護
が

有
す
る
蓋
然
性
の
あ
る
(
官
。

zzo)
価
値
、
③
問
題
と
な
っ
て
い
る
政
府
の
行
為
の
機
能
及
び
、
付
加
的
・
代
替
的
手
続
要
件
が
も
た
ら

北法42(3・81)769 



説

す
で
あ
ろ
う
財
政
上
も
し
く
は
行
政
上
の
負
担
を
含
む
政
府
側
の
利
益
、
で
あ
る
。
こ
れ
が
功
利
主
義
的
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
わ
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
を
要
約
す
れ
ば
、
行
政
機
関
の
暇
庇
を
最
小
限
の
も
の
と
し
、
恋
意
的

行
為
の
危
険
性
を
許
容
で
き
る
範
囲
に
ま
で
下
げ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
手
続
は
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
変
わ
る
の
で
あ
明
、
こ
の
よ
う

な
暇
庇
の
発
生
を
回
避
で
き
る
た
め
の
手
続
要
件
を
確
定
す
る
た
め
、
誤
っ
た
権
利
の
剥
奪
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
の
持
つ
利
益
と
政

府
の
行
為
を
通
じ
て
の
集
団
的
目
的
の
達
成
の
持
つ
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。

四
こ
う
し
た
連
邦
最
高
裁
の
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
学
説
か
ら
は
様
々
な
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
右

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
公
正
な
手
続
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
個
人
に
与
え
ら
れ
る
保

護
を
否
定
す
る
方
が
公
益
に
資
す
る
と
い
う
理
由
で
個
人
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

政
府
の
権
限
が
増
大
化
し
、
個
人
が
無
力
化
す
る
現
代
に
お
い
て
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
そ
の
よ
う
な
権
限
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た

す
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
コ
ス
ト
が
か
か
ろ
う
と
も
非
功
利
主
義
的
立
場
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
公
正
な
取
扱
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
計
測
不
可
能
な
人
間
の
利
益
(
個
人
の
尊
厳
な
ど
)
の
存
在
を
見
逃
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
の
い
う
三
要
素
の
各
々
を
計
量
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
各
々
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
相

対
的
比
重
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
め
て
粗
雑
な
手
続
さ
え
も
正
当
化
し
得
る
安
易
な
手
段
を
連
邦
最
高
裁
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

結
局
、
こ
れ
ら
批
判
を
要
約
す
れ
ば
、

(
1
)
手
続
的
権
利
が
数
量
化
に
な
じ
み
に
く
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
手
続
要
件
確
定
の
基
準

と
し
て
費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ

μ
、
と
い
う
点
(
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
)
、

及
び

(
2
)
こ
の
基
準
か
ら
は
手
続
要
件
確
定
の
た
め
の
具
体
的
枠
組
み
が
得
ら
れ
ず
、
こ
の
不
確
定
な
状
況
の
中
で
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

ス
の
具
体
的
内
容
を
確
信
を
持
っ
て
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
斜
(
基
準
と
し
て
の
機
能
性
へ
の
批
判
て
と
い
う
こ
点
に
集

論

約
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
ら
の
批
判
が
あ
り
な
が
ら
も
な
お
連
邦
最
高
裁
は
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
持
っ
て
い
る
単
純
性
、
一
般
性
と
い
っ
た
長
所
の
存
軒
、
及
び
こ
の
基
準
に
代
替
し
得
る
だ
け
の
実
用
性
の
あ
る
基
準

を
見
い
だ
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
に
あ
ろ
う
。

第
三
章

第
一
節

注

手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

(
1
)
何
F
4
・
0開
玄

o
n同〉
Q
E
U
巴
∞
叶
同
〉
∞
♂
∞
吋

'EH(Eg)
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
を
二
分
し
、
圧
倒
的
に
個
人
的
紛
争
の
解
決
に
お
り
る
手
続
的

公
正
(
小
文
字
の
プ
ロ
セ
ス
)
及
び
統
治
の
プ
ロ
セ
ス
と
配
分
へ
の
広
範
な
参
加
(
大
文
字
の
プ
ロ
セ
ス
)
の
保
障
の
い
ず
れ
に
も
憲
法
典
の
関

心
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
松
井
茂
記
「
司
法
審
査
と
民
主
主
義
(
二
)
」
『
法
学
論
叢
』
一
一

O
巻
一
号
二
六
頁
ご
九
八
ご

参
照
。
本
稿
の
対
象
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
こ
の
う
ち
の
前
者
で
あ
る
。

(
2
)
斗
呂
田
開
w

〉
冨
何
回
目
円
〉
Z
(
U
C
Z印、
H
A
J
『
巴
叶
同
C
Z〉
戸
戸
〉
者

(
N
口
弘
明
円
四
・
)

m
山
市
町

A
H
(
H
U
∞∞)・

(
3
)
訴
訟
構
造
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
序
注
(
必
)
(
な
お
、
同
》

R
E
2
判
決
、

N
-
B
E
R自
由
ロ
判
決
の
概
要
、

及
び
い
わ
ゆ
る
一
九
八
三
条
訴
訟
の
権
利
救
済
機
能
に
限
界
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
田
村
泰
俊
「
行
政
作
用
の
違
法
と
州
の
救
済
手
続
|
|
合

衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
訴
訟
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
i
|
|
」
法
学
研
究
六
三
巻
一
二
号
三
三
八
頁
以
下
(
一

九
九

O
)
参
照
。
)
、
実
定
法
構
造
の
存
在
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
一
節
で
概
略
を
説
明
し
た
。

(4)
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
連
邦
制
と
は
次
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
(
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
基
礎
の
大
き
な
一
つ

が
連
邦
制
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
松
井
茂
記
「
笑
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
再
検
討
」
『
阪
大
法
学
』
一
四
一
・
一
四
二
号
三
一

0
1
一

頁
(
一
九
八
七
)
参
照
)
。
一
九
七

0
年
代
以
降
の
合
衆
国
判
例
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
は
、
ま
ず
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

ス
の
保
護
法
益
の
有
無
を
判
断
し
、
そ
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
た
後
に
、
い
か
な
る
手
続
に
よ
る
こ
と
が
適
正
と
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る
、
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
前
者
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
七

O
年
以
降
い
わ
ゆ
る
権
利
特
権
二
分
論
を
排
し
、
権

原

S
E
x
-巾
g
g同
)
の
存
否
に
着
目
す
る
、
と
い
う
方
法
を
用
い
て
、
一
時
は
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
を
大
き
く
拡
張
す
る
か
に
見
え
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説
三a、
日岡

た
が
、
近
年
で
は
こ
の
実
体
的
権
原
の
範
囲
を
限
定
し
つ
つ
あ
る
(
睦
問
、
叶
呂
田
開
・
何
足
、
ミ
ロ
・
(

N

)

忠
言
。

IE-
な
お
、
出
巾
口

g
p
同〕

F
h
h
s

h
凡
守
白
昼
、
九
同
】
君
、
さ
町
周
忌
S
N
p
h問
、
3
R
a
s
h刷
。
H
p
m
a
s
s可
同
言
句
史
認
ミ

(UGNh司
持
活

Z
・J
円
-
C・
F
・
閉
山
里
-
品
∞
N・印
N∞
-N∞
(
E
E
)

は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
パ

l
ガ

1
・コ

1
ト
の
理
論
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
五
点
を
挙
げ
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
そ

の
五
点
と
は
、
①
ロ
ス
判
決
(
∞

S
E
え
河
内
山

m
g
g
え
伊
丘
町
。
。
】
】
巾

m
g
〈

-mop
ち
∞

C
・
ω・
日
出
品
(
巴
ロ
こ
が
二
段
階
テ
ス
ト
を
創
出
し
、

そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
た
る
「
自
由
」
「
財
産
」
の
意
義
を
示
す
必
要
性
が
発
生
し
た
こ
と
、
②
こ
の
ロ
ス
判

決
が
寸
自
由
L

と
「
財
産
」
と
を
別
個
に
定
義
す
る
と
い
う
方
法
を
確
立
し
、
前
者
は
古
典
的
な
憲
法
上
の
分
析
に
服
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
例
え
ば
州
法
の
ご
と
き
憲
法
外
的
な
法
源
に
焦
点
を
当
て
た
実
証
主
義
的
な
分
析
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
、
③
そ
の
後
、
こ
の
実
証
主
義
的

な
分
析
は
「
自
由
」
利
益
に
も
拡
大
し
、
特
に
収
監
者
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
、
④
「
自
由
」
な
い
し
「
財
産
」
上
の
利
益
の
存
否
に

つ
き
、
右
の
実
証
主
義
的
分
析
は
、
州
法
上
の
明
文
の
実
体
的
規
定
及
び
そ
れ
ら
実
体
的
規
定
が
行
政
裁
量
を
制
限
す
る
範
囲
、
も
し
く
は
州
の

行
政
官
に
よ
る
明
示
的
な
約
束
な
ど
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑤
州
法
に
依
拠
し
て
決
せ
ら
れ
る
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
存
否

は
、
い
か
な
る
手
続
的
保
護
を
受
け
る
か
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
の
吋

2
5。
F
N

〈
・
同
ロ
ヨ
白
丹
巾
由
。
同

Z
号
E
印
E

H
d
山
口
問
-
同
ロ
色
。
。
門
叶
巾
門
広
。
口
同
】

n
o
B立。
υ
F
A
E
N
d
ω
・
H

合
唱
由
)
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
河
C
叶巴
Z
E
W
z
c巧〉問・
J

円。
c
z。・

N

、『問問〉↓目的開

OZ(UCZ印吋河口叶
5
2〉
F
F
E
N
N
H
(巴
∞
由
)
は
、
右
判
決
が
「
自
由
」
も
寸
財
産
L

と
同
じ
く
単
に
州
の
創
出
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
原
則
を
表
明
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
、
と
し
、
右
の
よ
う
に
解
す
る
見
解
は
、
従
前
の
連
邦
最
高
裁
の
実
体
的
・
手
続
的
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
判
決
と
抵
触
す
る
、
と
す
る
。
い
ず
れ
の
見
解
が
正
当
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
)
。
そ
の
限
定
化
に
当
り
連
邦
最
高
裁

が
着
目
し
て
い
る
の
が
州
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
州
法
上
の
規
定
の
あ
り
方
を
決
め
て
と
し
て
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の

存
否
を
決
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
お

2
国
ミ
自
由
ロ
戸
)
。
も
ち
ろ
ん
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
存
否
に
関
す
る
右
の
よ

う
な
判
断
枠
組
み
は
、
州
の
議
会
(
及
び
そ
れ
に
拘
束
を
受
け
る
行
政
機
関
)
と
裁
判
所
の
権
限
分
担
を
い
か
に
調
整
す
る
か
、
と
い
う
考
慮
に

基
づ
く
と
も
い
い
得
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
連
邦
最
高
裁
の
採
用
し
て
い
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
保
護
法
益
の
存
否
に
つ
き
連
邦
最
高

裁
を
し
て
州
法
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
連
邦
主
義
を
促
進
し
て
い
る
、
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

G
R
出
R
B白
P
札口氏

a
-

Z
O同2
・
b
n
S
2
8号

b
s
h
vさ
R
F
Eコ
ロ
日
開
「
]
仏
印
ω
噂
怠
∞
ロ
・

$
2
2
3・
そ
の
他
、
連
邦
制
を
維
持
し
、
州
及
び
地
方
の
定
め
る
べ

き
事
項
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
干
渉
を
減
少
せ
し
め
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
案
も
存
在
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。
寸

E
F
S守
ぬ
ロ
・

5
回二

shr叶
宮
・
)
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
の
展
開

l
l
一
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

九
七

0
年
代
お
よ
び
一
九
八

0
年
代
前
半
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
|
|
l
(
一
一
)
」

頁
、
二

O
四
頁
(
一
九
九

O
)
参
照
。

(
5
)
め
h
h
h
・h
叫
ニ
ベ
呂
田
明
w
的
足
、
ミ
ロ
・

(N)
包
呂
町
・

(6)
わ
が
国
で
合
衆
国
の
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
を
詳
し
く
紹
介
し
た
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
松
井
茂
記
「
非
刑
事
領

域
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
(
一

)
1
(四
)
」
『
法
学
論
叢
』
一

O
六
巻
四
号
一
二
頁
以
下
、
同
巻
六
号
四
四
頁
以

下
、
一

O
七
巻
一
号
七
二
頁
以
下
、
同
巻
四
号
六
二
頁
以
下
(
一
九
八

O
)
、
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成
|
|
伝

統
的
行
政
法
理
論
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
|
|
(
一
)
(
一
一
)

L

『
法
政
論
集
』
一
一
八
号
一
五
九
頁
以
下
、
一
二

O
号
三
三
五
頁
以
下

ご
九
八
八
)
、
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
の
展
開
|
|
一
九
七

0
年
代
お
よ
び
一
九
八

0
年
代
前
半
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l

-
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
l
|
|
(
一
)
(
一
一
)
」
『
法
政
論
集
』
一
二
八
号
一
頁
以
下
、
一
二
九
号
一
六
九
頁
以
下
(
一
九
八
九
・
一
九
九

O
)
が
あ

る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
他
、
梅
木
山
戸
市
訳
〈
R
W
Z
己
「
行
政
手
続
に
お
け
る
新
し
い
概
念
(
斗
げ
巾
何
百
四
円
岡
山
口
問
打
。
ロ
門
町
立

え
〉
仏

S
E
Z
E巴
azpsaRタ
誌
の
O
]
ロヨ
-
F
-
m
2
・N
日∞

(
H
S
∞)
)

(

1

)

L

『
駒
大
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
二
巻
三
六
頁
以
下
こ
九

八
四
)
、
宮
〉
回
国
〉
戸
U
C
開
閉
》
問
。
自
由
回
目
Z

、Ha
E

開
〉
ロ
吉
富
山
-
H
，

E
d
g
ω
寸〉↓
F
(
U
F
-
N
(
呂
∞
印
)
な
ど
が
歴
史
に
つ
き
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

(
7
)
松
井
茂
記
寸
非
刑
事
手
続
領
域
に
於
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
(
一
)
」
『
法
学
論
叢
』
一

O
七
巻
一
号
七
三
頁
。

(
8
)
吋
沼
田
同
♂
的
足
、
『
ぬ
戸
(

N

)

巳
叶
HAH-

(
9
)
松
井
・
前
掲
注

(
7
)
四
六

1
四
九
頁
。
川
町
h
h
h
-
F
司ユ巾
E
H
U
J
F
S
町
内
S
h同
ミ
同
S
ミぉ
h，
w
H
N
ω
C
-
Hよ
J
H
E
H
N開
〈
巴
戸
巳
叶
∞

(
H
S
U
)
・

(
叩
)
、
吋
呂
田
F

印
刷
も
ミ
ロ
・
(

N

)

巳
叶

E
・E-
一
九
七

0
年
代
(
エ
ル
ド
リ
ツ
ジ
判
決
)
以
前
と
以
降
と
で
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
速

邦
最
高
裁
に
よ
る
判
断
の
基
本
理
念
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
冨

E
E
-戸
防
災
も
さ
ロ
・
さ
え

g
R
H
B
R
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
七

0
年
代
以
前
に
お
い
て
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
「
適
正
」
と
さ
れ
る
か
、
を
判
断
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
モ
デ
ル
は
、
決

定
作
成
を
行
う
際
に
合
衆
国
の
法
制
度
が
通
常

(
g
m
Z
B
R
1
用
い
て
い
る
手
法
に
照
ら
し
つ
つ
、
先
例
を
含
め
た
憲
法
史
に
依
拠
し
て
、
争
わ

れ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
さ
(
告
℃

g官町田円
2
2印
)
を
判
断
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
巳
臼
)
。
こ
の
よ
う
な
手
法
に
依
拠
し
た
も
の
と

し
て
、
例
え
ば
、
冨

kpmE当
は
、
し
才
一
三
〉
ロ
巴
匂
白
色
由
同
門
い
0
5
5
5
2
4・
冨
円
。

E
吾
判
決
で
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
!
の
同
意
意
見

(
E
H
C・

ω-HNω
・
5
N
・8
2
S
H
)
一
「
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
は
、
あ
る
種
の
法
準
則
と
は
異
な
り
、
一
定
の
固
定
的
内
容
を
も
っ
た
技
術
的
概
念
で
は

な
い
。
そ
の
内
容
は
、
歴
史
、
理
性
(
円

2
8
E
、
一
連
の
先
例
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
)
を
取
り
上
げ
、

北法42(3・85)773
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説

こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
!
タ
!
の
同
意
意
見
を
も
っ
て
、
伝
統
的
な
手
続
モ
デ
ル
を
再
確
認
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
裁
判
手
続
も
し

く
は
準
裁
判
手
続
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
例
外
で
あ
る
と
い
う
思
考
を
も
右
同
意
意
見
よ
り
読
み
取
り
、
こ
の
よ
う
な
例
外
が
許
容
さ
れ
る
た
め
に

は
、
手
続
的
適
正
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
案
が
例
外
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
立
証
責
任
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
、
と
し
て
い
る

(
間
同
∞
N

・ω)
。

と
こ
ろ
が
宮
島

E
巧
(
白
件

S1EO)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
伝
統
的
な
モ
デ
ル
に
依
拠
す
る
と
、
競
合
す
る
先
例
及
び
モ
デ
ル
問
で
の
選
択
が
不
可

避
と
な
っ
た
場
合
、
右
の
モ
デ
ル
は
憲
法
判
断
を
枠
づ
け
る
手
段
を
何
ら
提
供
し
な
い
、
と
い
う
根
本
的
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
根
本
的
問
題
を
回
避
し
、
さ
ら
に
、
伝
統
的
モ
デ
ル
が
持
つ
不
分
明
性
、
個
別
的
判
断
性
、
複
雑
性
を
克
服
し
、
予
見
可
能
性
、
一
般
性
、

単
純
性
を
旨
と
す
る
モ
デ
ル
が
、
一
九
七

0
年
代
の
判
断
枠
組
み
で
あ
り
、
こ
れ
を
確
立
し
た
も
の
が
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
の
三
要
素
で
あ
る
と

す
る

(
2
5
N
)
。
そ
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
手
続
保
障
と
は
行
政
機
関
の
権
限
行
使
よ
り
発
生
す
る
エ
ラ
ー
を
回
避
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
し
た
が
っ
て
、
誤
っ
た
権
利
利
益
の
剥
奪
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
と
い
う
利
益
と
、
政
府
の
行
為
を
通
じ
て
集
団
的
目
的
が
達
成

さ
れ
る
こ
と
の
持
つ
利
益
と
の
間
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
、
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
釦
同

HON-S)
。
そ
の
結
果
、
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
適
合
性
の
判
断
は
、
不
分
明
な
、
競
合
す
る
先
例
・
類
推
・
抽
象
的
な
法
律
の
性
格
と
い
っ
た
も
の
を
戦
わ
せ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
な
り
、
あ
る
形
式
に
、
沿
っ
て
行
政
機
関
の
決
定
作
成
を
組
織
化
し
て
い
く
こ
と
か
ら
生
じ
る
費
用
と
便
益
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る

(
g
g
g。

こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
の
違
い
が
判
例
上
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
て
い
る
か
を
、
冨
〉
印
国
〉
巧
は
ゴ
ー
ル
ド
パ

1
グ
判
決
と
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
と

を
対
比
し
つ
つ
検
証
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
の
決
定
が
正
確
た
る
べ
し
と
い
う
要
請
は
、
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
と
エ

ル
ド
リ
ツ
ジ
判
決
と
の
聞
で
下
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
判
決
で
類
似
の
役
割
を
果
た
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
に
至
る
ま
で
、

こ
の
正
確
性
の
要
素
は
憲
法
理
論
上
独
立
し
た
地
位
を
完
全
に
は
有
し
て
い
な
い
。
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
に
よ
り
初
め
て
、
公
益

G
E
E
-
n
E件
。
自
己
)

は
す
べ
て
の
決
定
を
正
し
い
も
の
と
す
る
利
益
で
は
な
く
、
一
般
的
に
信
頼
す
る
に
足
る
と
い
い
得
る
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
利
益
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
(
白
門

H
8・2
)。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
基

準
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
が
明
ら
か
に
し
た
手
続
上
の
準
則
を
縮
減
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る

(
2
5品
)
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
詳
し
く
は
松
井
・
前
掲
注

(
7
)
四
八

i
九
頁
、
本
多
滝
夫
寸
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成
|
|
伝
統
的
行
政
法
理
論
と
手
続

論

北法42(3・86)774



手続的デュー・プロセス埋論のー断面(5) 

的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
|
|
(
一
)
」
『
法
政
論
集
』
一
一
八
号
一
八
六

1
九

O
頁
(
一
九
八
八
)
参
照
。

(
ロ
)
松
井
・
同
上
。
こ
の
判
例
法
理
が
確
立
し
た
の
は
円
、
。
ロ
仏
ロ
R
4・
0
2話
円
判
決
及
び
回
目
宮
巳
丘
一
円
判
決
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
師
同
町
内
・

h-w
三
〉
出
国
〉
戸
同
誌
も
司
令
ロ
・
(
由
)
丘
町
∞
E
P
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成
|
|
伝
統
的
行

政
法
理
論
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス

l
|
(
二
)

L

『
法
政
論
集
』
一
二

O
号
三
四
二

1
四
八
頁
(
一
九
八
八
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
め
町
内

p
r
z
E
当
R
Z
g
Cロ
一
。
ロ
〈
・
富
島
-
o
F
ω
告
白
・

ω・
∞
∞
少
∞
官
会
申
告
)
・

(H)
冨
E
E
g
o
-
臼
各
誌
ロ
・
(
凸
)
三
月
河
口
σ
g
m
E
p
h
vさ
町
内
、
ミ
ミ

NM害
事
R
S
室
、
司
君

h
s
$
ミ
.H常

h
h同世
h
a
s
-
sミ
ロ
宮
間
〈
・

(
U

ヨ
-
M
N
-
g
d
Q〈H
F
F
H
国
何
回
目
間
的
問
、
.
岡
山
里
・
怠

(Ea)・
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
裁
判
手
続
類
似
の
手
続
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
は
な
い
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
松
井
・
前
掲
注

(
7
)
四
九
頁
参
照
)
。
筆
者
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
適
正
手
続
を
検
討
す
る

際
に
は
、
裁
判
手
続
が
そ
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o
e
h
ω
忌
者
向

F
n
c包
E
N
W
S
A
E
k
g
hる
s
s
s
h

h
h尚
喜
芯
堂
、
ミ
刊
号
町
ト
む
さ

~
U
D
g
b
ミ
尋
問
、
ミ
Qhh説
、
さ
円
句
、
Nhs~
同品志向同

SLOミ
ミ
ha-Uω
叶
〉
U-HL・
閉
山
里
-
ゲ
ロ
(
凶
器
印
)
・

(
日
)
め
mmωnzt弔問丹
N

・
町
、
・
・
富
〉
印
国
〉
ヌ
∞
口
問
E
C
n
E叶
円
』
cm叶再開

ω
(
H
S
8・
何
回
玄
p
h
c
F
M山町内定
3.守

ban出

bNhhhuw、O
R
a
-
主

d
-
n回目・円
-MN開〈・

品。・叶印目白(]戸市
V

叶昂)・

(
日
)
な
お
橋
本
公
亘
寸
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
聴
聞
を
受
げ
る
権
利
L

『
法
学
新
報
』
六
八
巻
二
号
五

1
六
頁
こ
九
六
こ
、
小
高
剛
寸
行

政
法
に
お
け
る
適
正
手
続
の
理
論
L

『
立
命
館
法
学
』
六
七
号
二
四

1
五
頁
(
一
九
六
六
)
も
参
照
。

(
口
)
松
井
茂
記
「
非
刑
事
領
域
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
(
三
)
」
『
法
学
論
叢
』
一

O
七
巻
一
号
七
六
頁
(
一
九
八

O
)
。

(
日
)
例
え
ば
∞
ミ
戸
弘
容
さ
ぬ
き
町
芯

h
s
sさ
ミ
宮
己
主
・

3
官
民
恒
包
括
的
、
司
勾

S
ぎ
.sh
む
き
も
雪

~
w
s
a
H
S町
、
同
町
内
む
き
さ
片
言
、

め
23~ι
『師同世
hhp
ロ
冨
何
回
・
円
-MN雪
-HHYHω
叶
(HSN)
は
、
フ
ラ

1
の
次
の
よ
う
な
説
明
を
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
政
機
関
が
そ
の
権

限
を
濫
用
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
司
法
審
査
以
外
に
も
行
政
機
関
の
行
為
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
特
定
の
社
会
の
中
で

は
、
社
会
を
秩
序
化
す
る
た
め
に
想
定
し
得
る
形
態
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
社
会
が
困
難
で
目
新
し
い
問
題
に
直
面
し
た
と
き
に
は
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
利
害
関
係
を
処
理
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
洗
練
さ
れ
た
秩
序
を
あ
ら
た
に
形
成
し
そ
れ
を
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き

な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
既
存
の
シ
ス
テ
ム
で
当
該
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
行
政
機
関
に
対
す
る
手
続
統
制
と
い
う
場
面
で

は
そ
れ
が
裁
判
モ
デ
ル
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
冨
島
国
〉
-
戸
同
誌
、
ミ
ロ
・
(
同
日
)
三
口
は
よ
り
直
さ
い
に
、
従
来

の
行
政
法
の
中
に
裁
判
所
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
裁
判
手
続
類
似
の
手
続
を
使
用
し
て
い
れ
ば
合
法
で
あ
る
、
と
考
え
る
傾
向
を
育

北法42(3・87)775



説

ん
で
来
た
の
だ
、
と
す
る
。
ま
た
、
河
口

Z
B
E
P
程
、
ミ
ロ
・
(
早
)
良
品
∞
は
、
紛
争
解
決
権
者
の
中
立
性
、
事
実
認
定
の
正
確
性
、
処
分
の
相

手
方
へ
の
決
定
参
加
機
会
の
付
与
、
を
挙
げ
て
い
る
。

(
四
)
呂
志
ま
声

s
y
b
p
さ
え
コ
・

(却
)
ω
n
y者
同
え
NWSHVWG
ロ
・
(
に
)
呉
昌
・

(
幻
)
め
市
町
向
-
F
ω
2
4
3目
4
N
H
d
F
E
-
F
E
R
ハい

2
4問。「
O

明。S
E
Z冨
E
〆
明
白
老

R
b
g
Mりユ
g門
出
可
回
同
凶
記
|
凶
貝

(
H
S
N
一
伝
統
的
な
規

制
行
政
は
、
誰
も
読
ま
な
い
膨
大
な
記
録
、
多
大
な
出
費
、
と
ん
で
も
な
い
遅
延
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
)
。
ま
た
本
多
・
前
掲
注
(
辺
)

三
四
六
頁
は
、
現
実
の
行
政
は
、
そ
の
決
定
に
当
た
り
必
要
な
情
報
を
聴
聞
の
み
か
ら
得
る
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
情
報
収
集
活
動
に
よ
り
得

ら
れ
た
情
報
を
基
礎
と
し
て
決
定
を
下
す
、
と
い
う
行
政
活
動
の
特
質
を
挙
げ
て
、
手
続
の
司
法
化
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
幻
)
仇
皮
肉
・
明
、
冨
hpmEF
的
る
さ
ロ
・
(
由
)
白
門
司
・
∞
・
明
，
ュ

gaMJ
伯母
S
D
-
(由
)
三
巴

a・2
・

(
お
)
第
二
章
第
一
節
注

(
3
)
。
そ
の
他
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
り
る
行
政
手
続
の
展
開
一
|
|
一
九
七

0
年
代
お
よ
び
一
九
八

0
年
代
前
半

に
お
げ
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
|
|
」
『
法
政
論
集
』
一
二
八
号
七
頁
以
下
二
九
八
九
)
参
照
。

(M)
最
判
昭
三
六
・
三
・
二
八
民
集
↓
五
・
三
・
五
九
五
。
阿
部
泰
隆
『
行
政
裁
量
と
行
政
救
済
』
七
九
頁
ご
九
八
七
)
な
ど
参
照
。

(お

)ω
町同町・
h
-
u
M
N
O
Z
Z
ロ
p
z
o
d号〉
F
J円。
czcw
印
刷
も
ミ
ロ
・
(
品
)
釦
門
M
O
O
-

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
一
個
の
実
体
的
権
利
を
設
定
し
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
陵
町
〈

S

E∞門司
5
・
0
6町宮
m
S
R吋
言
~
〈
s

t

h
】さ』
v
m
S
¥
、
~
k
A
A可悼
hh
同一昨
R
N
R
t
h
p
h
町
、
さ
円
問
的
的

S
F
F同
h
h叫
選
民
お
か
マ
ね
な
せ
同
め
S
R
A山
N
h
o
同Z
開FF
問、.河虫、・

AR印帽品目
H
E

印N
(
冨叶一刊)・

(お
)
H
N
C↓c
z
u
k
f
z。巧〉
F
J円。
czの
噂
丈
・
包
同

NCC'CH
・

(
幻
)
〉
--m巾
可
角
川
吋
司
円
。
三
回
目
白

Hgw
呂町

C
ω
・
印
吋
∞
・
印
∞
由
(
呂
田
吋
)
・

(却
)
N
S
C・
ω
・
ωき・

ω苫

(ENω

一
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
と
の
関
係
で
は
批
判
の
強
い
判
決
で
あ
る
)
・

(
却
)
旬
ぼ
冨
O
ロ
阻
害
白
P

。¥Rピ
ミ
善
、
、

h
N
S
h
同
晴
美
寄
与
、
J
m
N
(
U
S
E
F
F
H
E
同州開〈・品。印・品
H
N
-
E
(
E
3
)・

(
初
)
匂
問
問
問
・

F
Z。円
2
・
言
、
ミ
ロ
・
(
品
)
白
片
品
目
ω
・
念
N

ロ・勾・

(
幻
)
な
お
、
ゴ
ー
ル
ド
パ

1
グ
判
決
|
|
及
び
そ
れ
以
前
の
』
三
三
〉
ロ
巴
・
司
自
己
巳
ゎ
。
自
S
5
2
4・
冨
円
(
U
E円E
W
E
H
C・
ω
・
HNω
噂
H
S
(呂
田
)

で
の
有
名
な
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
1
同
意
意
見
(
汚
名
あ
る
い
は
刑
事
有
罪
判
決
よ
り
生
ず
る
不
利
益

(
E
E
m
E匂
)
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、

何
ら
か
の
種
類
の
重
大
な
損
害
(
唱
ぽ

g
g
z
g
)
を
受
け
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
に
先
立
ち
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
が
相
手
方
に
は
あ
る

論
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

と
い
う
こ
と
が
わ
が
国
社
会
に
と
っ
て
基
礎
的
な
原
理
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
)
も
そ
う
な
の
だ
が
(
的
ミ
巧
ロ
E
ロ
g
ロ
自
w
c
o
a
q
-

hc、町
N

~

同
ユ
雪
め
基
之
さ
同
町
ロ
ミ
ミ
b
h
~
w
p
o
o
円
九
凶
尋
問
ミ
ミ
同
唱
え
m
S
F
E
吋
印
ω
2
・
円
、
『
-
H
N
H
W〈
-N印wω問自由(邑吋印)・

)
lー
は
、
被
侵
害
利
益
の
重

さ
(
毛
色
m
y
円
)
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ス
判
決
は
利
益
の
性
質
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
差
異
が
存
す
る
。
m
z
z
p

b
N
R
N
U
W
G
R
a
b
s
札
忌
同
弘
、
s
s
註
ミ
注
目
詩
句
S
H
m
-
叶
N
《

UCFCζ・円、.HN型
-
H
C
主
・
5
2
・
2
2
混
血
)
・
こ
の
ロ
ス
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、

被
侵
害
利
益
の
重
さ
(
損
失
の
重
大
性
)
は
、
い
か
な
る
手
続
が
適
正
と
さ
れ
る
か
、
を
判
断
す
る
際
に
の
み
重
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
国
司
呂
田
P

S
も
さ
ロ
-
S
2
S
N
・
な
お
、
利
益
の
重
さ
か
ら
利
益
の
性
質
へ
と
判
例
が
移
行
す
る
経
過
に
つ
い
て
は
本
多
・
前
掲
注
(
幻
)
一
九
l

二
O
頁

参
照
。

(
お
)
切
。
国
司
仏
。
内
問
巾
関
内
山
口
広
三
ω
g
g
ゎ
。
-
-
m
m
2
4
・
問
。
p
w
品
。
∞
己
・
ω
-
m
m
h
f
日
叶
一
山
目
立
(
戸
市
町
、
『
一
山
)
・

(
お
)
た
だ
、
こ
の
広
範
な
定
義
づ
け
に
よ
る
と
、
公
務
員
に
な
さ
れ
た
不
利
益
な
措
置
の
ほ
と
ん
ど
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
の
対
象
と
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
こ
れ
を
お
そ
ら
く
は
避
け
る
た
め
に
、
ロ
ス
判
決
は
、
公
務
員
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
を
裏
付
け
る
実
体
的
な

「
自
由
L

利
益
と
し
て
、
①
社
会
に
お
け
る
良
好
な
立
場
を
保
持
す
る
利
益
と
②
職
業
遂
行
の
利
益
の
二
つ
の
み
を
挙
げ
た
2
2
d
・
ω
・
白
昨
日

a・
2
)

と
解
さ
れ
て
い
る
。
~
山
町
m
b
S
同
N
e
s
g
m
S
H
F
町
h
h
N
S
l
l
h
u
S
F
同
町
選
、
~
ミ
一
S
R
S
F
S
ロ
〉
雪
-
円
、
.
H
N
E
-
回
目
戸
口
∞
∞
(
H
S
S
・

(
抑
)
品
。
∞

C
・
戸
田
昨
日
コ
・
権
原
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
本
多
・
前
掲
注

(
4
)

一
七
一
頁
以
下
(
こ
こ
で
は
g
§
z
s
g
同
を
「
資
格
L

と
訳

さ
れ
て
い
る
。
)
な
ど
も
参
照
。

(
お
)
州
法
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
財
産
上
の
利
益
が
常
に
州
法
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
わ
げ
で
は
な

ぃ
。
匂
町
m
d
F
1
ロ
}
丘
ロ
由
。
ロ
-
-
-
u
M
N
h
h
v
『
ぬ
ロ
・
(
ω
]
{
)
白
丹
念
w

・申・

(叩お叫
)

M

句睦叫ぽ悶町河F戸】
σ玄目EFロP唱的怠叉答も守『ミむロ.(3ω
包
Hご)由巳件=∞毘∞.匂∞
p.
本
多
.
前
掲
注

(
4
)

一
九
一
頁
は
、
同
河
F
N
グ
戸
】

保
護
法
益
の
有
無
の
実
際
の
判
断
基
準
が
行
政
裁
量
の
認
薦
輔
束
の
有
無
に
よ
つ
て
い
る
と
す
る
。

(
幻
)
匂
町
m
H
，
回
目
回
F
M
X
h
u
S
ロ
・
(
N
)
丘
町
∞
印
・
宮
・

(
お
)
問
。
吋
5
4
U
P
2
0当
』
〆

M
1
0
c
z
o
w
h
及
、
ミ
ロ
・
(
品
)
白
仲
良
)
印

(
却
)
足
・
巳
N
g
a
勾
・
し
た
が
っ
て
、
ロ
ス
判
決
が
契
機
と
な
っ
て
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
適
用
拡
張
に
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
り
、
そ
の
後
こ
の

傾
向
が
様
々
に
波
及
し
て
い
っ
た
と
の
評
価

G
ぼ

斗
2
5
-
Y
喝
さ
官
品
、
J

ミ
P
R
字
。
Q
旬
、
、
g
h
叫
忌
町
宮
町
民
言
及
。
s
e
H
S
S
U
も
ミ
s
s

a
s
h
同
同
3
p
s
e
s
s
h
h
四
時
叫
に
み
お
お
守
的
タ
吋
C
の
開
。
回
目
、
H
a
O当
Z
F
・
』
・
∞
2
・
∞
∞
品
目
也
∞
(
H
S
N
)
・
)
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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説

(ω)
河口
Z
p
h
Nも
お

N
ロ・
(
ω
]
{
)

即日い
H
C
A
日叶・

(
H
U
)

吋
呂
田
F

的R
H
w
S
ロ・
(
N
)

三
吋
記
に
よ
る
と
、
同
》
釦
巳
〈

-ug--mwhFEC-ω-Sω(邑
吋
白
)
以
降
と
い
う
。

(
位
)
律
問
、
吋
呂
田
w

民
、
・
巳
苫
H

・
s-
特
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
寸
世
評
L

(

な
い
し
名
誉
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
き
】
〈

-
U
2
-
F
ξ
・
巳

叶
記
で
は
、
「
世
評
」
へ
の
侵
害
(
こ
の
「
世
評
」
な
る
利
益
は
財
産
利
益
に
も
自
由
利
益
に
も
加
え
ら
れ
得
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
め
問
問

問。叶

CZUP20翼
民
、
J

円。
c
z♂
的
基
ミ
ロ
・
主
主
民
0
・
旬
、
巧
ロ

E
5
8
戸
皆
、
ミ
ロ
・

3
0
白
昨
日
戸
)
の
存
在
の
み
で
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

の
保
護
法
益
た
り
得
ず
、
寸
世
評
プ
ラ
ス
具
体
的

(gHMm-E巾
)
利
益
」
の
侵
害
と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
雇
一
周
の
機
会

や
私
企
業
で
の
取
扱
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
こ
の
要
件
を
充
足
し
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
州
の
行

為
と
の
関
係
で
「
世
評
」
を
保
護
す
る
法
律
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
狭
い
法
実
証
主

義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
他
の
部
分
で
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
(
寸
回
宙
開
匹
、
・
え
吋

E
E
S・
)
こ
と
に
は
留
意

を
要
す
る
。

(日

)
F
E
E
-
s
y
b
ロ
・
(
品
)
白
昨
日
N

2

0

・

(
H
H
)

河。吋

C
Z
F
z
g
F
J
E
g
o
-
s
y
a
ロ
・
(
品
)
え
N
O
印・

(
必
)
出
向
旨
陪

P

S』
守
ミ
ロ
・
(
品
)
印
件
印
民
自
民
・

(

絹

)

岡

山

2
2
F
Z
O
S
F
J円。
c
z
p
g守
ぬ
ロ
(
品
)
回
二
回
・

(円引
)

L

尽
・
同
庁
N
N
∞・

(
必
)
旬
、
・
白
門
N
H
N
・

(
約
)
一
九
七

0
年
代
以
前
に
は
、
「
自
由
」
利
益
に
つ
い
て
は
、
両
者
同
一
線
上
の
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
た

o
p向
。
c
z寸
国
戸
ゎ

E
E
〉百

宮
口
問
問

E
g
c
z
(
υ
c
z
E
E
d
o
z
R
亡
戸
呂
同
町
包
・

2
叶
(
H
S
C
)
・

(
叩
)
口
問
ロ
骨
5
m
m
4・
当
日
目
白
B
凹uω
宅

C
・
ω・
ミ
ゲ
品
∞
叶
(
同
唱
さ
一
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
と
対
比
し
つ
つ
、
連
邦
最
高
裁
に
は
社
会
保
障
上
の
財

源
を
分
配
す
る
(
実
体
的
)
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
、
と
す
る
)
。

(
日
)
例
え
ば
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
に
し
て
も
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
に
し
て
も
こ
の
点
を
否
定
し
て
い
な
い
。

(
位
)
め
rw

両

国

O白
吋
門
目
。
同
月
巾
mmロ
Z
4・
M
N
o
s
w

品。∞巴・

ω・
丘
町
ゴ
・
。
0
8
4・
FOHU巾N
w

色
申

C
・
ω・
丘
町
、
吋
N
E
叶ω
・

(臼
)

M

営
者
山
]
在
ロ
凹

OEHF
的
S
S
ロ
・
(
出
)
白
昨
日
十
日
・

論
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

(
弘
)
匂
町
内
句
。
(
U
4
・句。
Ri--叩
切
円
。
白
色
門
担
凹
丘
ロ
聞
の
。
・
・

ω
C
由
巴
・

ω・
5
h
r
z
ω
(
H
U
K
H
(
)
)
・

(
日
)
守
同
時
-
F
Z
2
2・
河
町
宮
宣
言
ミ
.
h
hぎ
凡
誌
な
マ
ぬ
紅
型
司
同
窓
ミ
s
h
z
p
g
c・司〉
F
F
・
-NE-
∞吋∞・∞叶∞

(HBN)・
と
は
い
え
、
一
九
七

0
年
代

以
前
の
判
例
に
お
い
て
は
利
益
衡
量
の
基
準
が
明
確
で
は
な
く
、
結
果
的
に
は
手
続
保
障
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
多
・
前
掲

注
(
お
ご
四
頁
参
照
。

(
日
)
陵
町

m
-
F
P』
σzw
的
刷
、
ミ
ロ
・

(
ω
Z
R
E
S
-
本
多
・
向
上
一
七
l

八
頁
。

(
町
)
松
井
・
前
掲
注

(
7
)
九
O
頁。

(
部
)
宇
賀
克
也
『
ア
メ
リ
カ
行
政
法
』
一
八
七
頁
こ
九
八
八
)
。

(
回
)
回
。
同
丘
。
同

HN巾
m
g
g
え

ω
g件
。
。
。

--mm24・同州
O
同
町
・
品
。
∞
己
・

ω・日
E
2
2
N
)・

(ω)
寸
沼
田
♂
程
、
ミ
ロ
・
(

N

)

主
苫
∞
・

(
日
)
次
の
注
に
述
べ
る
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
連
邦
最
高
裁
の
伝
統
的
判
断
枠
組
み
で
あ
る
。

(
臼
)
連
邦
最
高
裁
(
特
に
レ

1
ン
キ
ス
ト
)
は
、
一
時
こ
れ
を
掘
り
崩
そ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
〉
2
2丹
〈
・
関
g
ロ

auコ
白
∞

C
・
ω
-
H
2
2
2品)

で
レ

l
ン
キ
ス
ト
の
相
対
多
数
意
見
は
、
「
実
体
的
権
利
の
付
与
が
、
そ
れ
を
決
す
る
に
つ
き
用
い
ら
れ
る
べ
き
手
続
へ
の
制
約
と
分
か
ち
が
た

く
結
び
付
い
て
い
る
場
合
に
は
、
(
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
を
主
張
す
る
も
の
は
)
苦
い
も
甘
い
も
同
じ
く
受
け
入
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
(
台
∞
ロ
伊
良
白
血
)
と
し
て
、
寸
権
原
L

理
論
の
実
定
法
至
上
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
手
続
要
件
画
定
と
い
う
領
域
に
ま
で
拡
張

し
よ
う
と
し
た
な
R
m
-
F
Z。
g
p
旬る
S
ロ
・
(
品
)
三
品
目

-E)
の
で
あ
る
(
レ

l
ン
キ
ス
ト
と
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て

は
開
g
g号
Bow-
め

Nhr芯
芯

Q
b
s札
勺
選
、
さ
S
F
E∞
N
ω
2・
n↓
-HN開
〈
・
∞
印
(
邑
∞
N)
と
い
う
論
稿
が
あ
る
。
)
。
し
か
し
、
右
の
レ

l
ン

キ
ス
ト
の
理
論
は
の
0

8

4
・
F
O匂
m
N
w

品
E
C
伊
呂
町

(
E
a
)
で
は
採
用
さ
れ
ず
(
巧
ロ

w
z
gロ
戸
話
、
ミ
ロ
・
(
出
)
三

ω
印
目
勾
・
)
、
最
終

的
に
は

Q
2
4日
間
口
仏
切
O
国
円
。
。
間
同
wazg己
O
ロ
〈
-
F
O
ロ
a
R
5
2・
h
o
c
-
ω
-
E
N
-
Z
H
(
H富
山
)
に
お
い
て
明
示
的
に
拒
否
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

ph
寸間同国

Fgyab
ロ・
(

N

)

由
同
叶
ミ
・

S-

(
臼
)
吋
包
囲
p
t
h
k

丘一可(}品・
0

叶・

(
臼
)
」
『
礼
・
由
同
吋
O

叶・

(
白
)
巴
〉
〈
Hm-N
〉ロ
E
Z目的
4
5
4円
高
亡
v

者
吋
同
開
〉
叶
目
印
刷
-Nロ
仏
邑
・
巴
印

(HS申
)
・
こ
の
間
の
学
説
の
推
移
に
つ
い
て
は

U
E
-
P
R
-
丘

町
ω
目
白
(
。
。
訟

〈-円、。胃
N

で
設
定
さ
れ
た
原
則
|
|
あ
る
状
況
の
下
で
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
事
実
審
型
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
要
求
し
な
い
ま
で
も
、
処
分
の
相
手
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説

方
に
不
利
益
な
証
拠
を
要
約
し
た
も
の
に
略
式
の
形
で
反
駁
す
る
機
会
を
ま
ず
付
与
し
な
け
れ
ば
、
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
な
裁
決
的
事
実
に
関

す
る
問
題
を
行
政
機
闘
が
解
決
す
る
こ
と
を
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
禁
じ
る
、
と
い
う
も
の
ー
ー
を
中
心
に
、
判
例
法
理
の
展
開
を
追
っ
て
い
る
。
)
-

(
侃
)
冨
丘
町
巾
者
間

4
・
巴
門
昨
日
仏
関
巾
w
品
宮
口
・

ω・
ω
巴
(
H
沼
田
)
・

(
肝
)
字
賀
・
前
掲
注
(
問
)
一
八
七
頁
。
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
以
降
の
手
続
要
件
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
本
多
・
前
掲
注
(
4
)
一
八
二
員
以
下
な
ど

参
照
。

(
伺
)
品
E
C
・

ω・
巳
ω
2
・

a-
こ
の
定
式
は
手
続
の
適
正
さ
に
つ
い
て
の
判
断
を
広
く
行
政
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本

多
・
前
掲
注
(
幻
)
二
九
三

O
頁
参
照
。

(
的
)
松
井
茂
記
「
非
刑
事
手
続
領
域
に
於
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
(
四
)

L

『
法
学
論
叢
』
一

O
七
巻
四
号
六
七
頁
(
一
九

八
O
)
を
参
考
に
し
た
。

(
叩
)
叶
呂
田
・
同
刷
、
ミ
ロ
・
(
N
)
白
門
戸
品
・

(
礼
)
冨
〉
m
E
戸
程
、
ミ
ロ
・
(
由
)
巳
H
O
N
・

B-

(η)
出
巾
司
自
由
P
的
足
、
ミ
ロ
・
(
品
)
白
同
印
叶
ω
h
w
ロ
・
ω
ロ
・

(
刀
)
め
m
m
Z
0
5
・
年
同
円
安
.
認
を
h
u
さ
門
町
、
史
認
師
、
C
3
可
町
、
守
宮
町
、
『
C
R
a
-
-
g
t
b
司
、
亡
き
凡
な
S
管
内
、
的
問
ミ
E
H
m
『
h
h
H
F
E
E
s
h
w

∞
∞
国
〉
宮
、
・
「
閉
山
担
、
・
H
E
0
・
同
町
、
N
N
(
同
申
叶
印
)
・

(
引
け
)
句
、
・
由
同
同
印
品
ω
・

(
河
)
め
同
町
冨
国
各
国
語
-
M
1
V
町
∞
刷
用
、
之
さ
同
町
。
足
立
、
的
(
U
R
N
~
S
N
S
K
V
『
入
山
、
s
s
宮
司
、
む
な
ぜ
h
b
h
q
N
h
h
同
九
S
足
。
誌
な
』
h
h
H
N
p
h
N
g
q
・
同
~
弘
司
、
H
h叫
hm--M2E司、問問

M
V
R
R
H
む
a
s
h
r
ミ
忌
応
、
.
R
N
M
2
p
g
q
b
¥
5
N
S
t
c
-
n
E
-
F
・
河
E
-
N
∞
・
品
∞
(
邑
詰
)
・

(
苅
)
年
同
町
-
F
U
E
a
-
S
も
ミ
ロ
・
富
山
)
え
E
o
-
-
H
(
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
の
第
二
、
第
三
の
要
素
に
つ
き
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
に
沿
っ
て
、

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
)
。
さ
ら
に
よ
り
具
体
的
に
こ
の
こ
と
を
合
衆
国
社
会
保
障
法
典
上
の
障
害
保
険
給
付
と
の
関
係
で
検
証
し
た
の
が
、

冨
Z
E
F
s
y
b
ロ
・
(
民
)
見
詰
・
5
0
で
あ
る
。

(
打
)
吋
呂
田
w
的
基
ミ
ロ
・
(
N
)
丘
町
会
・

(
市
)
字
賀
・
前
掲
注
(
問
)
一
八
八
頁
。

(
河
)
こ
の
点
を
強
く
批
判
す
る
も
の
と
し
て
宮
曲
目
宮
戸
伯
母
、
ミ
ロ
・
(
吋
印
)
丘
ω
叶
ム
叶
・

論
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(
別
)
〈
巾
円
}
自
己
噌
み
め
さ
A
Y

ミ

.hss乱刊誌
HN.0唱
曲
、
さ
門
町
、
認
可
句
、

ω
H
C
-
n
-
F・
〉
門
会
初
雪

-
H
H
2
・
H
H
S
(呂
∞
品
)
・

(
但
)
豆
島

E
d
F
S
-
y
b
ロ
・
(
品
)
白
丹

H
O
N
-

(
回
)
匂
〉
〈
目
印
噂
伺
足
、
ミ
ロ
・
(
由
印
)
白
昨
日
N
・

第
二
節

退
去
強
制
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
判
例
史

手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

前
節
で
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
一
般
論
の
概
略
を
述
べ
た
。
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

ス
理
論
の
中
で
退
去
強
制
処
分
手
続
を
め
ぐ
る
理
論
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
か
な
る
特
徴
が
存
在
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
入
国
拒
否
処
分
に
関
す
る
判
例
理
論
と
比
較
し
た
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
特
色
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
章
の
課
題
の
一
端
で
あ
る
が
、
こ
の
検
討
を
行
う
前
に
、
退
去
強
制
処
分
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を

め
ぐ
る
判
例
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
て
い
る
か
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
右
に
関
す
る
判
例
史
を
紹
介
す
る
こ
と

と
す
る
。
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
退
去
強
制
処
分
に
関
す
る
最
初
の
判
例
は
フ
ォ
ン
・
ユ
エ
・
テ
ィ
ン
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
連
邦
最

高
裁
は
ま
ず
、
実
体
的
な
入
国
許
可
・
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
を
定
め
る
連
邦
議
会
が
の
権
限
の
絶
対
的
な

(
1
0
E弓
)
性
格
を
も
つ
こ
と

を
認
め
る
説
示
を
展
開
し
、
こ
れ
ら
権
限
行
使
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方
が
、
一
般
論
と
し
て
、
抑
制
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
旨
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
外
国
人
が
合
衆
国
内
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
い
か
な
る
条
件
で

許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
政
府
の
政
治
部
門
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
司
法
部
が
、
こ
の
問
題
に
つ
き
憲
法
上
連

邦
議
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
権
限
を
行
使
し
て
制
定
さ
れ
た
手
段
の
正
し
さ
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
、
と

北法42(3・93)781



論

し
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
退
去
強
制
処
分
が
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
か
否
か
、
に
対
し
て
は
、
本
判
決
は
、
退
去
強
制
処
分
を
、
犯

罪
に
対
す
る
刑
罰
で
は
な
く
、
合
衆
国
に
滞
在
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
外
国
人
を
、
強
制
的
に
本
国
に
送
還
す
る
手
段
と

し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、
「
し
た
が
っ
て
、
彼
(
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
)
は
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
こ
と
な
く

そ
の
生
命
・
自
由
・
財
産
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

北法42(3・94)782

説

以
上
の
説
示
の
理
論
構
造
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
む
し
ろ
、
以
上
の
説
示
の

内
容
及
び
射
程
が
不
分
明
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
実
体
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
み
な
ら
ず
、
手

続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
観
点
か
ら
も
退
去
強
制
処
分
は
憲
法
上
問
題
と
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
否
か
、
が
明
ら
か
で
は
な

ぃ
。
ま
た
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
の
説
示
に
つ
い
て
も
、

プ
ロ
セ
ス
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
生
命
・
自
由
・
財
産
と
い
っ
た
利
益
を
有
し
て
い
な
い
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ

る
が
、
本
判
決
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
後
の
判
例
と
本
判
決
と
が
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

結
局
、
本
判
決
は
、
移
民
規
制
に
関
し
て
連
邦
議
会
は
絶
対
的
な
権
限
を
有
す
る
、
と
い
う
抽
象
的
な
命
題
を
定
立
し
た
も
の
の
一
つ
と
し

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
、
デ
ュ

l
・

て
の
み
重
要
で
あ
る
、

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
判
決
で
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
既
に
本
判
決
が
、
退
去
強
制
処
分
は
刑
罰
で
は
な
い
、
と
の
性
格
づ
け
を
行
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
完
全
な
事
実
審
型
ヒ
ア
リ
ン
グ
(
丹
江
巳

'q宮
町
内
問
江
口
ぬ
)
が

要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
論
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
が
。

フ
ォ
ン
・
ユ
エ
・
テ
イ
ン
判
決
に
お
い
て
不
分
明
な
ま
ま
残
さ
れ
た
問
題
の
う
ち
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
、

す
な
わ
ち
第
五
修
正
に
言
う
生
命
・
自
由
・
財
産
と
い
っ
た
利
益
を
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て

は
連
邦
最
高
裁
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
と
お
り
、
入
国
拒
否
事
件
た
る
レ
ム
・
ム

l
ン
・
シ
ン
事
件
判
挺



「
外
国
人
が
わ
が
国
に
合
法
に
滞
在
し
て
い
る
場
合
、
彼
は
、
い
か
な
る
人
種
で
あ
れ
、
合
衆
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
す
べ
て

の
人
に
対
し
て
生
命
・
自
由
・
財
産
に
対
す
る
諸
々
の
保
障
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
し
て
、
「
合
法
な
滞
在
L

を
要
件
と
す
る
か
の

如
く
で
は
あ
る
が
、
第
五
修
正
上
の
保
護
法
益
の
有
無
に
関
し
て
肯
定
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
レ
ム
・

ム
l
ン
・
シ
ン
判
決
は
、
事
案
が
入
国
拒
否
処
分
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
退
去
強
制
処
分
と

関
係
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。

に
お
い
て
、

(
手
続
的
)
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の

手続的デュー・プロセス理論の一断面(5 ) 

こ
の
点
を
初
め
て
詳
細
に
検
討
し
、
退
去
強
制
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
代
的
ル

l
ル
の
基
礎
を
形

成
し
た
判
決
と
い
え
(
い
も
の
が
、
日
本
人
移
民
事
件
判
様
で
あ
る
d

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
連
邦
最
高
裁
は
、
退
去
強
制
事
由
設
定
の
実
体
的

側
面
は
連
邦
議
会
の
専
権
と
さ
れ
、
移
民
法
の
執
行
は
行
政
機
関
に
専
ら
委
任
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
な
し

と
す
る
こ
と
が
判
例
法
上
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
(
入
国
許
可
を
適
法
に
受
け
た
外
国
人
か
否
か
を
要
件
と
せ
ず
一

般
的
に
)
上
陸
後
の
外
国
人
の
処
遇
と
行
政
機
関
の
裁
量
権
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
判
決
は
、
一
方
で
は
、
法
律
上

前
述
の
よ
う
に
告
知
と
聴
聞
の
規
定
を
欠
く
こ
と
に
つ
い
て
、
制
定
法
は
、
聴
聞
の
機
会
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
つ
い
て
、

そ
の
よ
う
な
機
会
を
排
斥
す
る
趣
旨
で
は
必
ず
し
も
な
い
こ
と
と
理
解
し
、
他
方
で
は
、
従
来
の
判
例
法
上
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
実
体
的

な
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
の
設
定
権
限
は
政
府
の
政
治
部
門
に
属
す
る
こ
と
、
及
び
行
政
機
関
に
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
該
当
性

の
事
実
認
定
権
を
付
与
す
る
こ
と
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
な
い
こ
と
、
で
あ
り
、
行
政
機
関
が
、
第
五
修
正
に
い
う
個
人
の
「
自
由
」

に
か
か
わ
る
法
律
上
の
規
定
を
執
行
す
る
に
際
し
て
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
内
在
す
る
諸
々
の
基
本
原
理
を
無
視
し
て
も
よ
い
と
す
る
連

邦
最
高
裁
判
例
は
存
在
し
な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
右
の
諸
々
の
基
本
原
理
と
退
去
強
制
手
続
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説

示
し
て
い
る
。

北法42(3・95)783

「
右
の
基
本
原
理
の
一
つ
と
し
て
指
摘
で
き
る
も
の
は
、
処
分
を
受
げ
る
一
定
の
段
階
に
お
い
て
、
自
己
の
寸
自
由
L

が
左
右
さ
れ
る
事
項
に
つ
い



説

て
行
政
機
関
に
よ
り
聴
聞
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
自
己
の
「
自
由
」
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
右
の
機
会
を
保
障
さ
れ
る
時
点
は
一
定
の
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
裁
判
手
続
形
式
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
必
要
も

な
い
が
、
連
邦
議
会
の
意
図
す
る
迅
速
か
つ
有
効
な
行
為
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
該
行
政
官
が
判
断
を
行
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
て

い
る
事
案
の
性
質
に
適
応
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
財
務
長
官
そ
の
他
の
執
行
官
は
、
(
中
略
)
既
に
わ
が
国
に
入
国
し
、

た
と
え
不
法
な
滞
在
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
側
面
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
管
轄
権
に
服
し
て
い
る
外
国
人
に
つ
い

て
、
合
衆
国
に
滞
在
す
る
権
利
を
め
ぐ
る
事
噸
に
関
し
て
聴
聞
を
受
け
る
す
べ
て
の
機
会
を
彼
に
与
え
る
こ
と
な
く
、
恋
意
的
に
当
該
外
国
人
の
身

柄
を
拘
束
し
た
り
強
制
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。
L
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三A
函冊

こ
の
よ
う
に
極
め
て
漠
然
と
し
た
抽
象
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
退
去
強
制
処
分
に
お
い
て
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
原
理
に
よ
り
、

「
聴
聞
を
受
け
る
機
会
L

が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

判
決
は
、
消
極
的
に
、

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
保
障
さ
れ
る
べ
き
聴
聞
の
形
式
に
つ
い
て
、

「
裁
判
手
続
形
式
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
積
極
的
に
こ
れ
を
定
義
す
る
こ

と
を
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
本
判
決
は
、
一
定
の
留
保
を
付
し
な
が
ら
も
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
聴
聞
を
受
け
る
機
会
が
保
障
さ
れ
る
た
め
の
要
件

と
し
て
は
、
外
国
人
の
滞
在
の
合
法
性
は
無
関
係
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
前
述
の
レ
ム
・
ム

l
ン
・
シ
ン
事
件
判
保
と
本
判
決
と
の

聞
に
は
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
両
判
決
と
も
、
退
去
強
制
処
分
に
お
い
て
は
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
「
自
由
」
と
い
う
利
益
が
問
題

と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
判
決
と
も
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
前
提
が
成
り
立
ち
得
る
の
か
、
な
い
し
、
右
の
「
自

と
な
る
、

由
」
と
い
う
利
益
の
内
容
も
し
く
は
軽
重
い
か
ん
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。

四
も
っ
と
も
、
寸
自
由
」
と
い
う
利
益
の
内
容
と
し
て
は
、
外
国
人
は
退
去
強
制
処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
と
必
ず
身
柄
拘
束
の
対
象
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
人
身
の
自
由
の
制
約
が
存
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
判
例
は
考
え
て
い
る
と
の
理
解
も
成
り
立
ち
得

μ
。

そ
の
他
、
例
え
ば
ザ
コ
ナ
イ
テ
事
併
に
お
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
は
、
退
去
強
制
処
分
と
第
五
修
正
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
争
点
に
対
し
て
判



手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

例
上
確
立
さ
れ
た
理
論
の
一
つ
と
し
て
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
り
外
国
人
の
継
続
的
居
住
の
自
由
が
侵
害
一
目
さ
れ
る
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
ヌ
・
フ
ン
・
ホ
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
を
も
っ
て
、
永
住
外
国
人
が
合
衆
国
に
残
留
す
る
権
利
が
第
一
四

修
正
に
い
う
「
自
由
」
の
概
念
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
退
去
強
制
処
分
に
付
さ
れ
る
べ
き
永
住
外
国
人
に
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
判
例
と
理
解
す
る
見
解
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
下
級
審
判
例
で
は
あ
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
事
件
判

決
で
は
、
特
に
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
が
永
住
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
彼
は
自
己
の
職
業
と
財
産
を
失
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
と
し
て
第
五
修
正
に
い
う
プ
自
由
」
だ
け
で
な
く
寸
財
産
L

を
も
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
種
々
の
、
有
り
得
る
利
艇
の
い
ず
れ
が
手
続
的
デ
ュ

l
，
・
プ
ロ
セ
ス
上
保
護
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
、
そ
の
後
の
判

例
も
含
め
て
連
邦
最
高
裁
は
必
ず
し
も
入
念
に
行
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
右
に
列
挙
し
て
み
た
利
益
の
い
ず
れ
か
が
決
定
的
な
利
益
と

い
え
る
よ
う
な
状
態
に
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
利
益
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
と
確
定
す
る
に

は
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
人
身
の
自
由
へ
の
拘
束
|
|
l
こ
れ
は
そ
も
そ
も
判
例
に
は
現
れ
で
い
な
い

1
1
i
で
あ
る
が
、
既
に
合

衆
国
の
出
入
国
管
理
法
制
の
紹
介
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
身
柄
は
原
則
と
し
て
拘
束
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
人
身
の
自
由
が
保
護
法
益
と
し
て
決
定
的
な
も
の
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
は
も
は
や
ヒ
ア
リ
ン

グ
の
保
障
は
憲
法
上
の
も
の
で
は
な
く
制
定
法
上
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
法
律
に
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
を
削
除
す
る

こ
と
も
立
法
政
策
と
し
て
は
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
下
級
審
判
決
も
論
者
も
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

残
留
な
い
し
居
住
の
自
由
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
上
統
一
さ
れ
て
い
る

と
は
い
い
難
い
こ
と
に
加
え
て
、
特
に
、
右
の
利
益
が
い
か
な
る
程
度
の
手
続
を
要
求
す
る
も
の
か
、
と
い
う
意
味
で
の
各
利
益
の
軽
重
に

つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
日
本
人
移
民
事
件
判
決
に
つ
い
て
あ
る
論
者
は
、
本
判
決
に

よ
っ
て
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
現
代
的
ル

l
ル
が
設
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
本
判
決
の
用
い
た
漠

北法42(3・97)785



説

然
と
し
た
基
準
は
、
退
去
強
制
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
に
混
乱
を
も
た
ら
し
、
連
邦
裁
判
所
は
一
世
紀
近

く
の
聞
こ
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
混
乱
の
原
因
と
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
課
し
た
手
続
要
件
の

漠
然
性
が
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
手
続
要
件
を
設
定
す
る
前
提
と
し
て
の
実
体
的
な
「
自
由
」
利
益
の
軽
重
の
分
析
の
欠
如
も
大
き
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

北法42(3・98)786

論

要
す
る
に
、
日
本
人
移
民
事
件
判
決
に
よ
っ
て
、
退
去
強
制
処
分
に
お
い
て
は
、
外
国
人
は
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保

護
さ
れ
る
べ
き
プ
自
由
L

利
益
を
有
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
形
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
退
去
強
制
処
分
を
行
う
際
に
は
必
要
で
あ

る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
形
式
は
略
式
の
も
の
で
よ
い
こ
と
、
そ
の
理
由
は
恐
ら
く
、
退
去
強
制
処
分
が
刑
罰
で
は
な
い
こ
と

に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
、
退
去
強
制
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
一
般
論
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
行

政
機
関
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
規
則
に
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
関
す
る
様
々
な
規
定
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
恐
ら
く
一
因
と
な
っ
て
、

後
の
判
例
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
点
は
既
に
確
立
し
た
と
こ
ろ
と
し
て
先
例
を
引
用
す
る
の
み
と
な
り
、
争
点
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・プ

ロ
セ
ス
に
合
致
す
る
と
い
え
る
た
め
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
要
件
如
何
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
の
問
、
退
去
強
制
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
連
邦
最
高

裁
で
は
顕
著
な
動
向
は
み
ら
れ
な
い
。
他
方
、
下
級
審
に
目
を
向
け
る
と
、
右
に
述
べ
た
連
邦
最
高
裁
の
一
般
理
論
を
受
け
て
、
退
去
強
制

ヒ
ア
リ
ン
グ
が
「
公
正
」
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
の
一
般
的
基
準
の
内
容
を
積
極
的
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
判
決
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の

典
型
例
が
ホ
ワ
イ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
事
件
判
傑
で
あ
り
、
事
案
は
、
永
住
外
国
人
の
退
去
強
制
処
分
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

μ
。
原
容
に
お
い
て

は
外
国
人
側
が
勝
訴
し
て
い
た
。
争
点
は
非
常
に
多
岐
に
渡
る
も
の
で
あ
り
、
被
控
訴
人
ら
が
主
張
し
て
い
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
具
体
的
な
暇

庇
に
関
す
る
判
断
は
後
述
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
本
判
決
が
提
示
し
た
右
の
一
般
的
基
準
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
。
本
判
決
は
ま
ず
、
日

本
人
移
民
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
な
ど
を
引
用
し
て
、
十
分
か
つ
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
退
去
強
制
処
分
に
お
い
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

五



手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

に
は
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
て
、
第
五
修
正
上
の
プ
自
由
」
を
奪
わ
れ
た
も
の
と
な
り
、
当
該
処

分
は
違
法
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
寸
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
内
在
す
る
基
本
原
理
L

に
し
た
が
っ
た
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
艇
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
理
に
し
た
が
っ
た
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
い
え
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
①
当
該

手
続
過
程
が
事
案
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
処
分
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
当
事
者
に
と
っ
て
公
正
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
処

分
の
相
手
方
は
処
分
事
由
を
告
知
さ
れ
、
そ
れ
を
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
処
分
の
相
手
方
は
聴
聞
を
受
け
る
機
会
を
与
え

ら
れ
、
彼
に
不
利
な
証
人
に
反
対
尋
問
を
行
い
得
る
こ
と
、
④
処
分
の
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
な
す
べ
て
の
証
拠
が
提
示
さ
れ
た
後
、
そ
れ

を
反
駁
す
る
た
め
の
証
拠
及
び
証
人
を
提
示
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
⑤
決
定
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
証
拠
の
み
に
基
づ
い
て

下
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
⑥
そ
の
決
定
に
は
実
質
的
証
拠
に
よ
る
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
が
列
挙
さ
れ
て
凶

μ
(も
ち
ろ
ん
、
ホ
ワ
イ

ト
フ
ィ
ー
ル
ド
判
決
が
指
摘
し
た
こ
れ
ら
要
件
も
原
則
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
諸
判
決
に
よ
る
具
体
的
判
断
を
個
別
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
分
析
は
第
二
部
で
行
う
。
)
。

こ
の
よ
う
に
下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
退
去
強
制
処
分
の
手
続
要
件
に
つ
い
て
積
極
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
連
邦

最
高
裁
と
し
て
手
続
要
件
の
一
般
的
な
基
準
を
示
し
た
の
が
一
九
五

O
年
の
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決

i
!
こ
の
判
決
の
論
理
構
造
や
そ

の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
後
に
第
二
部
で
や
や
詳
し
く
検
討
す
る
ー
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
で
は
連
邦
最
高
裁
は
、
憲
法
上
要

請
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
は
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
は
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
不
偏
性
の
基
準

(2『
話
見
守

と
し
た
後
、
右
の
不
偏
性
の
基

ム

/、

U
5
4白
山
口
口

m
a
g
a
R己
的
。
士
宮
℃
釦
ユ
E
ロ
ミ
)
に
合
致
し
た
審
判
機
関
の
前
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
、

準
と
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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説

て
い
る
手
続
に
お
い
て
も
、
連
邦
議
会
に
よ
り
不
公
正
と
非
難
さ
れ
て
い
る
に
も
点
加
わ
ら
ず
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
憲
法
上
の
不

偏
性
の
基
準
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
J

論

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
に
よ
れ
ば
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
利
益
(
こ
れ
が
直
ち
に
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
上
保
護
さ
れ
る
利
益
と
な
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
)
が
、
財
産
権
1
1
ー
そ
の
剥
奪
の
際
に
は
行
政
手
続
法
の
適
用
が
(
法
律
上
明

文
の
適
用
排
除
条
項
が
な
け
れ
ば
)
認
め
ら
れ
る
|
|
等
と
比
し
て
よ
り
重
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
利
益
剥
奪
よ
り
も
薄
い
手
続
的

な
保
護
し
か
前
者
に
対
し
て
な
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
疑
義
が
生
ず
る
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
は
、
処
分
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
る
利
益
の
軽
重
と
、
そ
の
際
要
求
さ
れ
る
手
続
と
の

聞
の
相
関
関
係
を
あ
る
程
度
具
体
的
に
示
唆
し
た
も
の
と
し
て
貴
重
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
持
。

七
こ
の
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
現
行
一
九
五
二
年
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
が
。
既
に
第
一
章
で

み
た
よ
う
に
、
現
行
法
に
よ
っ
て
か
な
り
詳
細
に
手
続
制
度
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
も
下
級
審
も
、

退
去
強
制
手
続
制
度
に
対
し
て
違
憲
の
疑
義
を
表
明
す
る
も
の
は
な
い
。
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
二
年
法
の
退
去
強
制

処
分
に
関
す
る
手
続
保
障
は
処
分
の
特
徴
・
性
質
を
反
映
し
た
十
分
な
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
い
か
な
る
実
体
法
上
の
特
徴

が
手
続
保
障
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
が
当
然
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
個
別
の
手
続
要
件
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
解
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
第
二
部
の
検
討
課
題
と
す
る
。

結
局
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
以
降
、
退
去
強
制
処
分
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
与

え
る
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
・
下
級
審
と
も
に
、
存
在
す
る
こ
と
な
く
、
争
点
は
専
ら
法
律
解
釈
の
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
古
品

nノ、
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第
三
章

第
二
節

注

手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

(
1
)
司。ロ
m
J
p
m
、
口
口
問
〈
・
ロ
ロ
伊
丹
色

ω
g
g
p
E由
己
・

ω
-
S∞
(
昌
吉
)
・
本
件
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移

民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
四
二
頁
(
一
九
八
四
)
参
照
。
な
お
、
本
判
決
は
、
他
に
巧

g
m
c
g己
〈
-

C
E
Z巳
ω
S
Z∞
と

F
2
』
2
〈
-
C
E
Z己
ω仲良
g
の
ニ
件
を
含
む
合
計
三
件
に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
連
邦
最
高
裁
は
い
ず
れ
の
事

件
に
お
い
て
も
実
質
的
な
争
点
と
し
て
は
重
大
な
差
は
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
(
特
に

Twm
守
叩
〈
-
C
E
R己
ω
g
g凹
)
の

争
点
に
は
若
干
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
事
案
と
し
て
の
共
通
点
は
、
原
告
・
上
告
人
が
い
ず
れ
も
中
国
人
で
あ
り
、

永
住
の
意
図
で
入
国
後
、
ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
に
一
年
以
上
居
住
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
一
八
九
二
年
五
月
五
日
の
法
律

(
N
吋
宮
己
目
・
い
わ
ゆ

る
中
国
人
排
斥
諸
法
の
一
つ
で
あ
る
)
の
通
過
後
、
い
ず
れ
の
原
告
・
上
告
人
と
も
、
そ
の
第
六
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
、
当
該
地
域
の
徴

税
官

(gロ巾
2
2
E
Z
E包
括
〈
巾
ロ
ロ
巾
)
か
ら
の
在
留
許
可
証
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
連
邦
保
安
官
は
合
法
に
入
国
し
た
か
否
か
を
裁

判
所
で
立
証
さ
せ
る
た
め
、
上
告
人
を
逮
捕
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
各
々
の
事
件
は
、
前
二
者
の
上
告
人
ら
は
、
合
衆
国
へ
の
合
法
な
入
国
を
立

証
す
る
努
力
を
全
く
行
わ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
三
の
事
案
の
上
告
人
は
、
合
衆
国
へ
の
合
法
な
入
国
の
立
証
の
努
力
を
し
た
が
、
そ
の
立

証
上
同
法
同
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
、
少
な
く
と
-
も
二
人
以
上
の
信
用
で
き
る
白
人
の
証
人
に
よ
る
合
法
な
入
国
の
立
証
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
差
異
を
有
す
る
。
司
O
ロ
m
ペ
g

dロ
m
は
、
こ
の
よ
う
な
在
留
許
可
証
を
法
律
上
要
求
さ
れ
る
点
を
捉

え
て
、

4
司
。
ロ
関
心
口
出
口
は
、
裁
判
所
に
よ
る
退
去
強
制
命
令
発
布
に
際
し
て
何
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
、
ま
た
戸
内
巾
』
。
巾

は
、
二
人
以
上
の
白
人
の
証
人
を
同
法
問
条
が
必
要
と
し
て
い
る
点
を
捉
え
て
、
本
件
退
去
強
制
処
分
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
(
そ
こ
で
主

張
さ
れ
て
い
る
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
内
容
(
手
続
的
な
も
の
か
実
体
的
な
も
の
か
な
ど
)
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
)
を
主
張
し
、
人
身

保
護
令
状
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

(
2
)
国

2
8・
同
】
雪
合
SHN.HNhRSa~
山
富
言
。
¥
H
F同

hhNFthxsh凡
さ
室
町
民
尽
き
b
s
s
h
h
~
g
h
H
S
H
h円札
S
-
-
M
Uミ
'NUNmw

。S3
2
J
P
E

円、.』・]{印叶∞・]{印叩印(]{甲山由)・

(
3
)
広
由
ロ

ω・
同
門
戸

H
-
Z
S
E
E
C『
回
開
W
E
J『-
C
E
Z仏

ω
g
z
m
-
E
N
C
-
ω
・
8
H
(
E
S
)
・、
H，F巾
わ
匡
ロ
巾
加
巾
何
Hn-cm-oロ
わ
白
印

p
z
o
d・
ω・

日∞同

(Hg由
)
を
引
用
し
つ
つ
、
「
合
衆
国
は
主
権
を
有
す
る
独
立
国
家
で
あ
り
、
国
際
関
係
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
及
び
右
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

維
持
し
そ
れ
を
実
効
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
権
限
を
、
憲
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
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説

(
4
)
Lミ
・
同
門
叶
ω
戸

(
5
)
Lミ
・
白
同
叶
ω。・

(
6
)
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
た
上
で
、

m，
o口
開
ペ
ロ
巾
吋
山
口
同
町
判
決
と
後
の
』
8
2
2冊
目

B
B
-
m
g
E
(
U白
閉
め
判
決
と
の
聞
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と

を
認
め
、
古
宮
5
8
H
B
E喝
白
ロ
件
。
白
田
町
判
決
に
よ
り
一
つ
の
時
代
が
終
り
、
新
た
な
時
代
が
始
ま
っ
た
と
す
る
も
の
に
、

Z
。
F
b
Rも
む
き
S
S

ぬ唱え

bNhhMM司、。
R
F
印
ω
2
z
-
F・同州開〈・吋
NN-
記
品
目
白
(
冨
印
ω)
が
あ
る
。
判
例
理
論
の
内
在
的
な
理
解
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
方
が

む
し
ろ
率
直
と
も
思
わ
れ
る
。

(
7
)
出
巾
印
凹
タ
話
、
ミ
ロ
・

(N)
己
目
∞
C
に
よ
れ
ば
、

(U同
吋
}
由
。
ロ
〈
・
戸
田
口
色
。
P
ω
A
H
N
C・
ω・
印
巴
(
邑
印
N)
・
国
同
江
田
町
白
色
目
的
〈
・

ωげ白ロ
myロ巾凹印可一・

ωAHNC・

ω・日∞
C
(呂町
N)
唱
の
同
】
〈
白
ロ

4・司耳目的・

2
叶
己
・

ω・印
N
N
(
5
2
)
(
こ
れ
ら
三
件
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八
六
二

1
六
八
頁
参
照
)

の
三
判
決
が
、
本
判
決
及
び
∞
己
肉
と
2
可

XN
〈
・
〉
E
g
p
M
M∞
C
・
ω・印∞印

(
5
5
)
に
依
拠
し
つ
つ
、
絶
対
的
権
限
論
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
。

(8)
な
お
、
本
判
決
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
、
合
法
な
滞
在
で
あ
る
こ
と
の
立
証
責
任
を
中
国
人
外
国
人
に
課
し
た
一
八
九
二
年
法
第
三
条
を
合
憲

と
判
断
し
た
も
の
と
し
て
、
ピ

ω日口問〈
-
C
E
z
a
ω
g
g
p
E
C
C・
ω・
島
町
(
同
申
告
)
が
あ
る
。
そ
の
他
、
定
問
問
-
F
N白}向。ロ回一宮〈・
4
司
O
]戸

MM由
C
・
ω
-
M叶戸

NJa(EHN)w
切ロ
m
a
g
-円N
4・
〉
仏
由
同
出
回
-NN∞
C
・
ω・印∞印
-
S
H
(
E
H
N
)
・
ω一旦
mn白
E
-
4・開
σ3Jω
。
。
司
oa・
印
印
∞
・
日
呂

(
E
N
S
-
右
に
引
用
し
た
一
九
一
二
年
の
ニ
つ
の
連
邦
最
高
裁
判
決
は
い
ず
れ
も
、
退
去
強
制
手
続
が
刑
事
手
続
で
な
い
こ
と
は
既
に
判
例
上
確

立
し
た
と
こ
ろ
、
と
し
て
先
例
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
る
。

(
9
)
T
w
g
富
。
。
ロ

ω
E
m
4・
d
ロ
即
席
仏
皆
同
門
g
w
H印∞

C
・
ω・印
ω∞
(HS日)・

(
刊
)
旬
、
・
白
門
日
仏
叶
・

(
日
)
九
山
町
向
。
R
E
q
-
p
h町
、
司
、
。
ミ
訟
ぬ
潟
、

b
Rも。主将位
g
u
h
n
3
.号
hN町
内
認
さ
S
ミ
芯
噌
悼
む
¥
H
p
h
E
S
R
N
q
h
)。
s
n『

QSRHH宮
、
NhshHぼ
さ
き
芝

』
サ
色
遣
問
的
師
同
)
ロ
ミ
ミ
sm-
∞
国
〉
凶
4
2
2
ハ
UCZ目
4・
F
・
c・
ω
2・
ち
日

(HSH)
・

(ロ
)
J
E
B白
g
苫
一
〈
・
古
島
常
(
』
白
富
一
門
戸
巾
印
巾
円
B
B何
日
ロ
円
円
U
E巾)・

H∞
U
C・
ω
∞由

(50N)
・
本
件
は
、
寸
公
の
負
担
と
な
る
蓋
然
性
の
あ
る
者
」

と
し
て
入
国
拒
否
事
由
該
当
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
法
に
合
衆
国
に
入
国
し
た
も
の
と
し
て
、
一
八
九
一
年
三
月
三
日
の
法
律

(
N
由
律
え
・

呂
田
・
)
(
以
下
一
八
九
一
年
法
と
略
)
の
第
一
一
条
を
根
拠
に
発
せ
ら
れ
た
退
去
強
制
処
分
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
上
告
人
が

本
件
処
分
の
違
法
事
由
と
し
て
主
張
し
た
点
は
、
上
告
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
移
民
法
反
則
事
由
該
当
性
の
調
査
が
、
そ
の
本
来
の
意
図
を
隠
ぺ

い
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
、
上
告
人
は
英
語
の
理
解
能
力
に
欠
け
て
お
り
、
調
査
当
時
、
本
件
調
査
が
上
告
人
の

論
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

退
去
強
制
事
由
該
当
性
判
定
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
及
ぴ
、
本
件
調
査
は
弁
護
人
等
に
よ
る
弁
護
を
受
け
る
こ

と
な
く
行
わ
れ
、
ま
た
、
上
告
人
が
退
去
強
制
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
こ
と
、
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
上
告
人
は
、
反
則
事
由
の
告
知
及
ぴ
聴
聞
に
関
す
る
規
定
が
な
い
一
八
九
一
年
法
は
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
、

と
主
張
し
て
い
た
。
な
お
、
本
件
の
結
論
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
調
査
は
、
上
告
人
は
不
法
滞
在
し
て
い
る
か
否
か
を
確
定
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
旨
の
告
知
を
、
た
と
え
そ
れ
が
略
式
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
上
告
人
は
受
け
て
い
た
こ
と
、
聴
聞
を
受
け
る
機
会
も
保
障
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
原
告
が
英
語
の
知
識
に
欠
け
て
い
た
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
ぞ
れ
の
み
を
理
由
と
し
て
は
人
身
保
護
請
求
を
認
容

す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
を
理
由
に
本
件
上
告
を
棄
却
し
た
。

そ
の
他
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
翻
訳
者
に
よ
る
通
訳
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
の
当
時
の
判
例
と
し
て
は
臼
B

4・
C
ロ
芹
包
日
え
2
・
N
E
m，E
・
8
N
(包
己
吋
・

5
E
)
が
あ
る
。
な
お
、
現
在
で
は
入
国
(
拒
否
)
手
続
に
お
い
て
は
手
続
開
始
時
点
で
入
国

許
可
申
請
者
が
英
語
を
理
解
す
る
能
力
を
有
す
る
か
否
か
を
決
定
し
、
も
し
そ
の
能
力
が
な
い
と
判
断
す
れ
ば
通
訳
の
使
用
の
た
め
の
準
備
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
(
の

s
g
z〉
Z
口
問

g
E
E何
百
回
〉
宮
至
。

E
↓
5
z
T芸
〉

Z
U

句
問
。
自
己
巴
同
開
閉
ω
-
M
宕

ω
山
記
(
冨
∞
品
)
)
、
ま
た
退
去
強

制
手
続
に
お
い
て
も
通
訳
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
規
則
上
の
規
定
が
存
在
す
る
お
わ
・
司

-m・
申
立
N

・
巴
(
巴
∞
品
)
・
陵
町
た
・
己

申日・∞
P
中
出
・
)
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
、
判
例
上
、
処
分
の
相
手
方
が
英
語
の
理
解
能
力
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
訳
不
在
の

ま
ま
退
去
強
制
手
続
が
進
行
し
た
場
合
に
は
、
当
該
手
続
は
不
公
正
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

hu同町
-
F
z
u
n
F
2
4・
HZωwω
忠
司
-
E
印
S

(コF
円
以
円
・
呂
町
∞
)
唱
。
円
。
NnoE河
白
ロ
肉
色
〈
・
ロ
4ω
・印
N∞明，・

N仏

NN品(由巳回
(
U

町・同由一吋由
)
-
F
O
C口問〈・

-Zω
・
山
山
口
司
・

N弘
同
町
田

(ω
円
山
わ
町
・
同
由
吋
由
)
・

(
口
)
特
に

Z
2
E
B
R印
刷

E
C
4・
C
E
g
a
日
え
巾
P
E
N
d
-
∞-
S
H
(
H
S
N
)噌

F
O
B
冨
0
0
ロ

ω
E
m
4・
C
E
Z門
同
盟
国
丹
2
・
ロ
∞
口
・

ω・日
ω∞

(
呂
田
)
唱
一
司
。
w
J
Pロ
m
J円
。
〈
-
C
E
C
W向日

ω
g
g
m
-
H自
己
・

ω
-
N宰

(50N)
に
お
け
る
判
示
を
引
用
し
て
い
る
。

(H)
同
窓
口
・

ω・白丹市当・
3
・

(
日
)
な
お
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
よ
り
後
に
紹
介
す
る
論
旨
を
展
開
す
る
に
先
立
ち
、
入
国
審
査
手
続
を
経
ず
し
て
合
衆
国
に
入

国
し
、
そ
の
後
の
滞
在
期
聞
が
非
常
に
短
期
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
外
国
人
の
滞
在
す
る
権
利
が
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
段
階
で
合
衆
国

人
民
の
一
部
と
な
っ
て
い
な
い
外
国
人
が
憲
法
上
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
援
用
で
き
る
か
否
か
の
問
題
は
一
応
置
く
、
と
し
て
い
る
。
足
・

白
仲

Hoc-

(
日
)
旬
、
・
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説

(

口

)

(

リ

凡

な

s
h
開

W
2
4・
C
E
g
a
盟
主
2
・
包
も
ミ
ロ
・

(
ω
)
R
m
s
-
明，

oロ
m
J
E巾
目
口
問
〈
-
C
D
R角
川
田
宮
巳
2
・
E
由
C
・
ω・
同
伴
己
ω
-
F
O
B
富
。
。
ロ

ω山口
m
〈
-
C
E同巾門目

ω同白一昨巾少回目∞巴・

ω・白昨日仏吋・

(
日
)
同
∞
由

C-ω
・由同
H
O
O
-

(
四
)
旬
、
・
白
同
H
C
H
・

(
却
)
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
参
照
。

(幻
)
r
w
H
U
冨
。
。
ロ

ω山口問〈・
d
E
Z門
日
宮
丘
町
印
噌
ロ
∞

C
・
ω・印
ω
∞-日仏叶

(HS日)・

(
幻
)
人
身
保
護
令
状
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
判
例
上
一
貫
し
て
本
案
判
断
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
退
去
強
制
処
分
が
人
身
の
自
由
に
対
す
る
制
約

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(お

)
P
R
o
s
-
R
4・
当
o
-
F
N
N白

C
・∞
-
N叶
N
(
5
5
)
・

(M)
本
件
は
、
入
国
後
三
年
以
内
に
売
春
行
為
を
行
っ
た
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
退
去
強
制
処
分
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
上
告
人
た
る
外
国
人
は

当
該
処
分
の
根
拠
法
規
(
一
九

O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律
の
第
三
条
0
2
皆
巳

-gp)
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
規
定
が
存
し
な
い
こ
と
な
ど
を
捉

え
て
第
五
修
正
違
反
を
主
張
し
た
が
、
右
争
点
に
つ
い
て
は
既
に
判
例
上
解
決
を
み
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
判
例
上
完
全
に
確
立
し
た

こ
と
の
一
つ
と
し
て
、
「
外
国
人
が
合
衆
国
に
入
国
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
そ
の
入
国
を
規
制
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
は
(
合
衆
国
に
外
国
人
が

在
留
す
る
た
め
の
)
諸
々
の
条
件
を
課
す
権
限
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
件
を
履
行
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
外
国
人
が
合
衆

国
の
領
域
内
に
継
続
し
て
居
住
す
る
自
由
は
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
(
ミ
・
己
目
印
)
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
連

邦
最
高
裁
判
例
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
第
五
修
正
に
言
う
「
自
由
」
利
益
の
内
容
と
し
て
外
国
人
の
「
継
続
的
居
住
の
自
由
L

を
考
え
て
い
た

と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
右
の
説
示
を
含
め
て
、
他
の
第
五
・
第
六
修
正
上
の
諸
論
点
に
関
す
る
判
例
理
論
を
一

括
し
て
列
挙
し
、
最
後
に
多
く
の
先
例
を
引
用
す
る
、
と
い
う
形
式
を
用
い
て
い
る
が
、
本
判
決
で
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
判
決
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
右
の
「
継
続
的
居
住
の
自
由
L

を
明
示
す
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
黙
示
の
う
ち
に
「
自
由
」
利
益
の
一
つ
と
し

て
外
国
人
の
「
継
続
的
居
住
の
自
由
」
を
含
ま
し
め
て
い
た
、
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

(お

)
Z
m
p
s何
回
。
〈
・
当
E
F
自
由
己
・

ω
-
N呂

(
E
N
S
-
本
件
で
は
、
一
九
一
七
年
二
月
五
日
の
法
律

(ω
由
自
己
・
∞
立
)
制
定
以
前
に
、
中

国
人
排
斥
法
に
反
し
入
国
し
た
中
国
人
が
、
一
九
一
七
年
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
行
政
手
続
に
よ
り
退
去
強
制
処
分
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
え
る
か

否
か
、
が
争
わ
れ
た
。
な
お
、
一
九
一
七
年
法
以
前
に
は
連
邦
最
高
裁
は
、
中
国
人
排
斥
諸
法
違
反
に
よ
る
退
去
強
制
処
分
が
課
せ
ら
れ
る
た
め

論
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

に
は
裁
判
手
続
を
経
由
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
判
示
し
て
い
た
(
め
ミ
口
三
広
島
盟
主

g
〈・
4

司
S
F
P
N
B
巴・

ω
-
g
N
(
E
E
)
・)。

(訪

)
Z。
者
〉
〆
河
。
叶
c
z
o
p
J同
OCZ0・
noz由、『-↓
C
4
5
Z〉
FHhh戸
d
F
N色町内同・

2
A
F
(巴∞
ω
)
-
n
Eロ
m
M
E
d・
ω・
三

N∞
H・
し
か
し
、

z
m
m，ロロ
m
出
。
〈
・

当
E
Z
事
件
に
お
け
る
争
点
は
き
わ
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九

O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律
(
宮

ω
S
F
S∞
)
は
行
政

機
関
の
命
令
に
よ
り
退
去
強
制
処
分
を
行
う
と
い
う
処
分
形
式
を
中
国
人
に
適
用
し
て
お
ら
ず
、
中
国
人
は
一
九

O
七
年
法
の
下
に
お
い
て
も
裁

判
手
続
を
経
た
後
に
退
去
強
制
処
分
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
一
七
年
法
の
下
で
全
面
的
に
行
政
機
関
に
よ
る
処

分
決
定
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
原
告
・
上
告
人
ら
は
、
な
お
裁
判
所
に
よ
る
審
問
を
経
た
後
で
な
げ
れ
ば
退
去
強

制
処
分
が
最
終
的
な
も
の
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
制
定
法
規
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
考

え
、
何
ら
か
の
憲
法
問
題
の
決
定
と
は
無
関
係
と
の
前
提

csc-ω
・
巳
呂
O
)

に
お
い
て
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
説

示
は
専
ら
法
律
解
釈
の
次
元
で
の
も
の
で
あ
り
、

Z04司
K
F

問
問
。
↓
己
Z
E
J円
S
E
R
-
が
本
判
決
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
本
文
中
に
指
摘
し
た

理
解
に
達
し
た
か
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
幻
)
巧
喜
色
巾
-a
〈J

出回口問叩
F
N
N
N
明，

a-立
印
(
∞
任
。
円
・

5
印)・

(
却
)
旬
、
・
由
同
叶
印
(
)
a

日一円・

(
却
)
当
時
の
判
例
理
論
と
の
関
係
で
は
、
身
柄
拘
束
を
受
け
な
い
自
由
が
第
五
修
正
上
の
自
由
利
益
に
は
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

ω尽
冨
。
ロ
白
m
y
g・
0
¥
ρ
凡念品¥、

hHS丸
暗
唱
、
§
ミ
ぜ
J
s
n
o同
Z開
F
F
F・
HNE-
念日
w
品
H
H
E
H
N
(
E
3
)
・
ま
た
後
に
詳
述
す
る

わ。
}MN24・
ω
-
a
R
Z
m件。ロ
w
N品
目
司
邑
・

H
F
N印
(
0
・宮白目的・

HUNS
も
退
去
強
制
処
分
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
諸
判
例
等
を
検
討

し
た
後
、
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
一
連
の
自
由

(σ
。
身
一
え
ロ
σ巾
邑
巾
印
)
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
か
ら

の
自
由
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
が
さ
れ
て
い
な
い
身
柄
拘
束
(
即
日

g
同
)
か
ら
の
自
由
を
挙
げ
て
い
る
。
問
題
は
、
し
た
が
っ
て
、
継
続
的

居
住
の
自
由
が
「
自
由
L

利
益
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
、
ま
た
退
去
強
制
処
分
に
よ
る
永
住
外
国
人
の
職
業
・
財
産
の
喪
失
が
第
五
修
正

に
言
う
「
財
産
」
(
官
。
宮
江
主
利
益
の
喪
失
と
い
え
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
冨
。
ロ
由
m
g
p
位
・
ぇ

S
N
-
E
は
「
自
由
」
利
益
に
つ
い
て
の
連

邦
最
高
裁
の
把
握
方
法
の
変
遷
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
当
初
の
判
例

(
E
-
m
a
R
4・戸。己目的山田
E
-
5日
d
・
ω・
日
∞

(
H
S叶
)
)
は
第
五
修
正
に
い
う
「
自
由
」
を
「
市
民
の
身
体
的
拘
束
か
ら
の
自
由
L

と
把
握
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
徐
々
に
広
が
り
、
つ
い
に
は

冨

aq〈
-
Z
与
E
∞
w
p
M
m
N
C・
ω・
ω
2・
ω活

(HSω)
が
、
プ
自
由
な
人
に
よ
る
幸
福
の
規
律
正
し
い
追
求
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
も
の
と

し
て
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
長
く
認
識
さ
れ
て
き
た
特
権
を
享
受
す
る
権
利
L

を
含
む
も
の
と
考
え
る
に
い
た
り
、
第
五
修
正
に
い
う
寸
自
由
」
利
益
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説

は
非
常
に
広
範
な
も
の
と
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
「
自
由
」
利
益

の
捉
え
方
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
そ
れ
と
の
聞
に
差
異
が
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
七

0
年
代
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は

両
者
同
一
線
上
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
(
の
c
z
↓
E
F
の
Z
E
E巴
冨
〉
叶
E
E
5
0
2
(
U
0
5
d
E
d
E
R
T
2・
5
§
a
-
E叶
(
冨
∞
O

)

)

も

の
と
す
れ
ば
、
一
般
的
な
法
律
関
係
に
お
い
て
は
、
継
続
的
居
住
の
自
由
は
第
五
修
正
に
い
う
寸
自
由
」
に
含
め
ら
れ
る
可
能
性
が
大
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
(
た
だ
し
退
去
強
制
処
分
と
の
関
係
で
も
こ
の
よ
う
に
い
え
る
か
疑
わ
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
本
文
中
で
述
べ
る
。
)
。
他
方
、

退
去
強
制
処
分
に
よ
る
職
業
・
財
産
の
喪
失
が
「
財
産
」
利
益
の
喪
失
と
さ
れ
る
可
能
性
は
、
当
時
に
お
い
て
は
公
職
へ
の
就
任
等
が
「
特
権
」

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
移
民
法
上
の
法
律
関
係
が
他
の
一
般
的
な
法
律
関
係
と
同
じ
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

非
常
に
少
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(
初
)
す
な
わ
ち
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
る
被
侵
害
利
益
と
し
て
、
前
掲
注
(
お
)
(
幻
)
判
決
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
条
件
付
き
な
が
ら
、
継
続
的
居

住
の
自
由
な
い
し
残
留
の
自
由
を
挙
げ
る
判
決
が
一
方
で
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
他
方
、
寸
宮
の
E
E
g
開
同
己

5-oロ(い白
8
・
E
C
C・
ω・

印∞
N

・
8ω'E(同
∞
∞
申
)
以
来
、
後
の
出
血
江
田
区
2
4・
ω
E
z
m
F
S
E
M〉

ω品
N

C

・
ω・日∞
0

・
印
∞
吋
(
呂
町
M
)

に
至
る
ま
で
、
連
邦
最
高
裁
は
一
貫
し
て

外
国
人
が
入
国
及
び
滞
在
す
る
権
利
を
有
し
な
い
旨
判
示
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
め
定
問
・

F
E
E
-
o
d
F
同
町
内

S
H
N
.
3
h
O
N
q

b
も
。
ミ
ミ
な
苫

h
ぬ
き
~
、
、
、
も
も
包
~
師
、
守
旧
出
品
、
σ
3
p
g
n
o
E
Z・
円
月
号
・

ω
3
・
ωHU(
同
甲
山
町
)
・
こ
れ
ら
の
二
つ
の
判
例
の
立
論
に
つ
い
て
は
、
外

国
人
は
入
国
な
い
し
滞
在
を
求
め
る
実
体
的
な
権
利
を
有
し
な
い
が
、
し
か
し
、
他
方
残
留
な
い
し
継
続
的
居
住
を
打
ち
切
る
場
合
の
手
続
的
保

護
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
政
府
の
授
益
行
為
を

求
め
る
実
体
的
権
利
は
存
し
な
い
が
、
そ
の
打
ち
切
り
の
際
に
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ぽ
さ
れ
る
、
と
の
考
え
方
が
明
確
化

す
る
の
は
一
九
七

0
年
代
以
降
の
、
例
え
ば
社
会
保
障
給
付
の
打
ち
切
り
、
公
務
員
の
解
雇
、
仮
釈
放
の
取
消
等
を
め
ぐ
る
一
連
の
判
例
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
実
体
的
権
利
と
手
続
的
権
利
と
を
分
離
す
る
思
考
の
萌
芽
が
既
に
ふ
る
く
よ
り
存
在
し
た
一
例
と
し
て
退
去
強
制
処
分
を
め
ぐ
る
こ

れ
ら
の
判
例
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(
出
)
斗
呂
田
♂
〉
呂
田
-
E
Z
円

U
O
Z
印、ロ司口、『
5
2
h
r
F
F
〉
巧
日
ミ
(
呂
吋
∞
)
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
判
例
は
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
「
基
本

的
公
正
」
(
甘
口
色
白

E
g
g
-
宮
町
5
8
)
の
要
件
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
①
い
か
な
る
性
格
の
利
益
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
を
受
け

る
に
値
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
、
②
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
適
正
か
と
い
う
問
題
と
を
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
判
例
上
各
利
益
の
軽
重
を
②
と
の
関
係
で
こ
と
さ
ら
に
意
識
し
て
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
と

論
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

は
い
え
よ
う
。

(
泣
)
の
国
丘
ロ
O

F

S』
マ
ミ
ロ
・
(
ロ
)
白
骨
品
。
日
・

(
お
)
。
。
Eσ
巾
括
4
・同内巾
-
q
w
S叶巴・

ω
-
M
E
2
2
0
)
以
降
の
現
代
的
な
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
判
例
理
論
は
、
あ
る
処
分
を
行
う
に
際
し

て
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
い
か
な
る
要
件
が
課
せ
ら
れ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
と
称
さ
れ
る
も
の
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
要
素
と
は
、
冨
担
任
問
委
凹
〈
・
巴
骨
E
m
p
品巴

C
・
ω
ω
H
P
ω
包

(
E
S
)
に
よ
れ
ば
、
「
第
一
に
、
政
府
の
機
関
の
処
分
に
よ
っ
て
影
響
を
受
げ
る
私
人
の
利
益
、
第
二
に
、
当
該
私
人
の
利
益

が
既
存
の
手
続
に
よ
れ
ば
誤
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
危
険
性
の
程
度
、
及
び
既
存
の
手
続
と
は
異
な
る
手
続
的
保
護
が
持
ち
得
る
価
値
、
そ
し
て
最
後

に
、
政
府
側
の
利
益
」
で
あ
る
(
右
の
二
判
決
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
佐
伯
祐
二
「
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
行
政
に
於
砂
る
行
政
統
制
(
一
)

L

『
法
学
論
叢
』
一
一
八
巻
三
号
三
三
頁
以
下
(
一
九
八
六
)
参
照

)
o
E℃
自
何
回
巾

H
B
B百
日
乏
の
回
路
に
お
い
て
も
、
本
文
中
に
引
用
し
た
如
く
、

連
邦
最
高
裁
は
政
府
側
の
利
益
と
と
も
に
処
分
の
対
象
た
る
事
案
の
性
質
を
、
聴
聞
を
受
け
る
機
会
の
保
障
の
判
断
要
素
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て

い
る
が
、
こ
の
「
事
案
の
性
質
L

に
は
処
分
の
相
手
方
の
利
益
状
況
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
退
去
強
制
処
分
に
お
い
て

剥
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
内
容
及
び
軽
重
の
検
討
が
手
続
要
件
確
定
の
た
め
に
は
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
点
の
子
細
な
検
討
と
そ
の
積
極
的
な
内
容
確
定
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
連
邦
最
高
裁
判
例
上
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
利
益
状
況
の
内
容
・

軽
重
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
こ
と
は
、
明
。
口
問
J

門
口
巾
吋
吉
ぬ

4
・
C
E丹市
円
四

ω
g
F
H
S
C・
ω・
3
∞・

3
0

(HSN)
に
出
現
し
て
以
降
再
三
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
「
退
去
強
制
手
続
は
刑
事
手
続
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、

「
し
た
が
っ
て
刑
事
手
続
に
お
け
る
が
ご
と
き
手
続
要
件
は
退
去
強
制
手
続
で
は
課
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
右
命
題
は
、
視
角
を
変
え
れ
ば
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
問
題
と
な
る
利
益
状
況
は
刑
事
手
続
の
そ
れ
ほ
ど
は
重
く
な
い
旨
述
べ

て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
も
い
わ
ば
消
極
的
な
定
義
づ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

鈍

)

め

町

田

町

-
F
C
E
g
a
g巳
2
2
円巾}・、
H，Z
B
R
〈・
4
司ロロ白自由噂

H
E
C・
ω
N吋
申

(
E
S
二

九

O
三
年
三
月
三
日
の
法
律

(
ω
N
ω
g同
-HNZ)

の
第
二
条
、
第
二

O
条
に
基
づ
く
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
退
去
強
制
処
分
が
争
わ
れ
た
事
例
。
争
点
は
、
本
件
退
去
強
制
処
分
が
第
一
・
第
五
・
第
六

修
正
に
反
す
る
か
否
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
五
・
第
六
修
正
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
い
て
|
|
例
え
ば
退
去
強
制
処
分
の
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
完
全
な
司
法
手
続
類
似
の
も
の
で
な
く
て
も
よ
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
ー
ー
は
既
に
判
例
上
解
決
済
み
の
も
の
と
し
て

先
例
を
引
用
す
る
の
み

)
w
N白
-Sロ
包
ぽ
〈
・
毛
色
戸

NN∞
C
・
ω・
自

N(巴
口
一
一
九

O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律

(ω
品
盟
R
-
S∞
)
第
三
条
に
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説

よ
り
入
国
後
三
年
以
内
に
売
春
行
為
を
し
た
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
退
去
強
制
処
分
が
争
わ
れ
た
事
例
。
第
五
修
正
を
め
ぐ
る
争
点
が
提
起
さ
れ
た

が、

E
z
a
の

B
巾同国。

E
ロ円山口
B
O同比三
Oロ
に
よ
り
、
こ
の
争
点
に
対
す
る
判
断
は
既
に
確
立
し
た
と
し
て
上
告
棄
却
。
本
判
決
が
判
例
上
確
立

し
た
と
こ
ろ
と
判
断
し
た
内
容
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
こ
と
は
、
連
邦
議
会
が
外
国
人
の
継
続
的
居
住
の
自
由
に
対
し
て
制
約
を
課
す
る
権
限
を

有
す
る
こ
と
、
退
去
強
制
手
続
は
刑
事
手
続
で
は
な
い
こ
と
、
略
式
で
は
あ
っ
て
も
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
)
・
冨
白

E
R

〈・巴】
a
-
N
詮ロ
ω
-
U
N
(
H
S
N
H
事
後
法
の
禁
止
を
め
ぐ
る
争
点
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
退
去
強
制
処
分
は
刑
事
処
分
で
は
な
い
こ
と
は
既

に
判
例
上
確
立
し
た
と
こ
ろ
と
し
て
明
。
ロ
m
J
E巾
吋
E
m
d
-
C
E
5門
同
盟
主
2
・
∞
ロ
m白]刊当日同
N

〈
・
〉
門
目
白
自
由
を
引
用
)
・

(
お
)
当
E
Z虫
色
仏
〈
・
国

g
m
g
-
N
N
N
明，

a
-
=印
(
∞
吾
門
戸
吋
・

E
E
)
・

(
お
)
処
分
事
由
は
、
当
該
外
国
人
ら
が
し
ば
し
ば
売
春
婦
の
出
入
り
す
る
音
楽
・
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
そ
の
他
娯
楽
場
で
働
い
て
い
る
こ
と
、
売
春
宿
の

経
営
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
及
び
売
春
行
為
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
の
全
部
も
し
く
は
一
部
か
ら
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
、
で
あ
り
、
こ
れ
は
一

九
O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律
の
第
三
条

G
h
gぇ
・
富
由
)
及
び
そ
の
修
正
法
た
る
一
九
一

O
年
三
月
二
六
日
の
法
律
の
第
二
条

(ω
品
目
白
F

NE)
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
同

g
m
B
4・
巧
E
S
P
-
P
N
S
司邑・

2
2・
0
・円。

3
・
5
ω
)

(お

)
J門
担
自
民
同
可
何
回
〈
・
目
的

y
q
(』白富一口
2
0
H
5
5
-
m
gえ
の
同
凹
巾
)
・
円
∞
∞
巴
・

ω
-
g
-
H
O
C
-
H
2
2
2
ω
)
・

(
拘
)
そ
の
他

n
r
s
J問
。
者
〈

C
E
Z円
同
盟
主
2
・
8
∞
巴
・

ω・∞
-
E
L
M
-
E
(
H
S
3
・
FO当
者
各

ω口町可

4・∞
R
W
5・
NN日ロ・

ω
-
A
g
L
S

(EHH)
な
ど
引
用
。

(判

)NNN
司巾仏・同門叶品目山・

(HU)E-
丘
一
三
市
y
n
-江
口
問
円
(
い
わ

4・
円
、
。
口
町
三
-
g
h昨

Z
間的
Fi--mMN・河
-
n
o
-
-
N
N吋
巴
・

ω・
∞
∞
・
白
色
九
日

(
E
E
)
・

(
必
)
そ
の
後
、

C
ロ
m
R
4・
ω
2
5印ロ
L
司
・
包
∞
0・∞
N
E
g
e
p
C円・

5
N品
)
も
ほ
ぼ
巧
E
Z片
山
市
]
己
判
決
に
沿
っ
た
要
件
を
列
挙
し
て
い
る
。
た

だ
し
実
質
的
証
拠
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

(日

)
ω
S
C・
ω
ω
ω
(
H
5
0
)・

(
H
H
)

句、・白同印{)白山]{・

(
必
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
上
、
聴
聞
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
制
定
法
上
要
求
さ
れ
る
も
の
か
し
ば
し
ば
不
分

明
で
あ
る
こ
と
は
既
に
わ
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
公
一
日
一
「
憲
法
理
念
の
行
政
法
へ
の
投
影
」
『
公
法
研
究
』
四

O
号
一
四
三
頁
こ

北法42(3・108)796
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九
七
八
)
は
、
そ
の
理
由
な
い
し
事
情
と
し
て
、
①
制
定
法
上
聴
聞
に
関
す
る
規
定
が
存
し
な
く
と
も
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
な
い
し
時
に
は
立

法
者
の
暗
黙
の
意
思
を
認
め
て
聴
聞
を
処
分
要
件
と
す
る
な
ど
し
て
、
聴
聞
に
関
す
る
判
例
が
豊
富
に
存
す
る
こ
と
、
②
連
邦
議
会
が
従
前
の
判

例
法
を
制
定
法
化
す
る
努
力
を
続
け
て
き
た
こ
と
、
@
制
定
法
に
な
に
が
し
か
の
手
続
規
定
が
あ
っ
て
も
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
補
充
を

受
け
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
論
文
の
表
題
ど
お
り
、
憲
法
理
念
が
行
政
法
に
投
影
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
関
係

を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
示
し
た
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
は
逆
に
、
行
政
法
(
制
定
法
)
た
る
行
政
手
続
法
が
寸
現
在
用
い
ら
れ
て

い
る
不
偏
性
の
基
準
」
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
理
念
へ
と
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
を
示
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
既
に
何
度
か
本
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
判
例
法
に
お
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
要
件
と
い
う
も
の
が
裁
判
手

続
を
念
頭
に
置
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

hr司
自

-
F
冨
Z

Eヌ
回
日
E
C
n
E↓
-n
』
E
d
B
ω

(邑∞
ω)w
豆
島
国
〉
-
戸

U
巴

何

回

ν
E
B
g
H
Z
叶
日
〉
U
E
Z目的、『同〉↓弓開

ω
2
4開
コ
(
冨
∞
印
)
・
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り

要
求
さ
れ
る
手
続
内
容
が
、
実
は
憲
法
自
体
か
ら
内
在
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
、
伝
統
的
に
合
浬
的
と
思
わ
れ
て
き
た
手

続
の
タ
イ
プ
(
合
衆
国
に
お
い
て
は
例
え
ば
裁
判
手
続
で
あ
り
、
あ
る
い
は
行
政
手
続
法
が
思
い
浮
か
ぶ
。
な
お
行
政
手
続
法
と
事
実
審
型
ヒ
ア

リ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ロ
E
H
P
N
〉ロ冨
-Z印、
H，E
ゴ
百
円
hHd号、
H，E
E
a
F
N
a
包

-
t吋ム∞
(
H
S由
)
参
照
)
を
念
頭
に
お
き
、
そ
の
助
け

を
借
り
つ
つ
、
決
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
(
よ
か
れ
あ
し
か
れ
)
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち

ろ
ん
、
行
政
手
続
を
「
司
法
手
続
化
」
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
(
日
本
法
律
家
協
会
編
『
準
司
法
的
行
政
機
関
の
研
究
』
一

0
1
一
一
頁
(
一

九
七
五
)
参
照
)
、
過
度
に
裁
判
手
続
に
依
拠
し
た
場
合
、
行
政
の
効
率
性
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
最
終
的
な
決
定
作
成
機
関
と
し
て
の
信
用

が
損
な
わ
れ
る
、
と
の
指
摘
(
年
四

m
-
F
ω
B
X
F
W
H足
礼
宮
.
Q
昏

a
s
s
・-
M
Z常

吋
o
t
長
志
向
ミ
晶
、
さ
凡
お
か
H
S町民
NNHhN戸
呂
田
口
c
E
H
b
』・串
N
F

品

E
-
S
(
H
U∞
印
)
)
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
と
、
手
続
要
件
の
考
慮
を
禽
導
す
る
手
続
モ
デ
ル
の
存
在
の
必
要
性
と
は
、
次
元
を

異
に
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
も
わ
が
国
に
お
い
て
一
般
的
な
行
政
手
続
法
の
制
定
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
必
)
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
川
原
謙
一
『
米
国
退
去
強
制
法
の
研
究
』
五

O
O頁
以
下
(
一
九
六
四
)
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(U)
現
行
法
上
の
職
能
分
離
制
度
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
個
別
の
手
続
要
件
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
第
二
部
第
二
章
で
紹
介
す
る
。

(
必
)
冨
R
n巾
]
]
。
〈
・
∞
。
ロ
己
凹
wω
怠

C
・
ω・
8
N・
ωHH(HU日日)・

北法42(3・109)797 
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本
章
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ま
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め
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説論

既
に
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
現
行
一
九
五
二
年
出
入
国
管
理
・
国
籍
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
、
合
衆
国
で
は
、
法
律
上

退
去
強
制
手
続
に
関
す
る
定
め
と
し
て
は
、
「
労
働
長
官
等
の
令
状
な
く
し
て
は
外
国
人
の
身
柄
拘
束
・
退
去
強
制
は
な
し
得
な
い
」
と
定

め
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
手
続
に
つ
い
て
規
定
を
お
く
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
手
続
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
規
定
の
不
存
在
を

一
部
埋
め
る
役
割
を
判
例
は
果
た
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
判
例
法
の
果
た
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
以

下
で
は
、
連
邦
最
高
裁
及
び
下
級
審
の
諸
々
の
判
決
よ
り
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
判
例
法
理
の
内
容
、
意
義
及
び
限
界
に
つ
い
て
言
及
し

て
お
く
。
ま
ず
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
一
般
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
連
邦
最
高
裁
は
既
に
日
本
人
移
民
事
件
に
お
い
て
、
「
事
案
の
性
質
」

に
応
じ
た
手
続
的
保
護
が
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
意
味
で
は
手
続
的
ヂ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
弾
力
的
な
(
出
。
巴
EO)
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
ふ
る
く
よ
り
移
民
法
に
入
り
込
ん
で
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
一

般
論
か
ら
は
、
い
か
な
る
退
去
強
制
令
状
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
合
致
し
た
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
た
後
で
な
く
て
は
暇
庇
な
き
も
の

と
は
さ
れ
な
(
以
、
と
い
う
こ
と
が
少
く
と
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
で
は
、
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
を
援
用
す
る
た
め

必
要
と
さ
れ
る
、
第
五
修
正
に
い
う
「
生
命
・
自
由
・
財
産
」
に
対
す
る
侵
害
の
発
生
は
判
例
上
ど
の
よ
う
に
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
の
(
料
。

ま
た
、
右
の
被
侵
害
利
益
の
軽
重
知
何
は
ど
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
。
さ
ら
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
を
処
分
の
相

手
方
た
る
外
国
人
が
受
け
る
と
し
て
い
か
な
る
程
度
の
手
続
的
保
護
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
う
ち
、
ま
ず
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
解
決
を
み
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
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退
去
強
制
処
分
に
よ
る
被
侵
害
利
益
で
、
か
つ
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
と
し
て
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
い
く
つ
か

の
利
益
が
判
例
の
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
人
身
の
自
由
が
そ
の
中
核
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
必

ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
継
続
的
居
住
の
自
由
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
保
護
さ
れ
る
利
益
と
し
て
連
邦
最
高
裁
は
挙
げ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
当
時
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
論
一
般
の
中
で
は
、
退
去
強
制
処
分
と
の
関
係
で
は
こ
の
利
益
の
み
を
独
立
し
て

取
り
出
し
て
み
た
場
合
に
は
、
「
特
権
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
と
言
う
の
は
、
在
留
資
格
や
在
留
期
間
の
決
定
に
つ

き
第
一
次
的
に
は
連
邦
議
会
が
広
い
裁
量
権
を
有
し
て
お
り
、
判
例
上
こ
れ
が
絶
対
的
権
限
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
憲
法

上
在
留
権
を
実
体
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
体
的
利
益
が
憲
法
上
の
も
の
で
な
く
法
律
上
の
も
の

と
し
て
も
な
お
、
そ
れ
が
法
律
に
よ
る
権
原

(
2
5
z
s
g同
)
の
付
与
と
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
九
七

0
年
代
以
降
の
判
例
理
論
に
よ

れ
ば
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
は
受
け
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
を
一
九
五

0
年
代
の
最
高
裁
は
知
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
退
去
強
制
処
分
の
結
果
、
特
に
永
住
外
国
人
の
場
合
に
は
合
衆
国
に
お
け
る
自
己
の
職
業
や
財
産
を
失
う
こ
と
も
大
き
な

損
害
と
は
な
ろ
う
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
第
五
修
正
上
の
「
財
産
L

利
益
の
侵
害
に
当
た
る
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
財
産
上

の
損
害
か
ら
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
を
保
護
す
る
法
規
範
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
含
め
て
、
ど
こ
に
も
見
い
だ
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
退
去
強
制
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
に
お
い
て
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上

保
護
さ
託
る
利
益
の
判
定
基
準
は
不
分
明
な
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
一
九
五

O
年
の
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ

ン
判
決
に
お
い
て
も
保
護
法
益
の
存
在
を
前
提
と
す
る
判
断
が
下
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
こ
と
さ
ら
に
言
及
す
る
必
要
性
を
判
例
は
も
は

北法42(3・11l)799

や
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

保
護
法
益
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
具
体
的
な
も
の
と
し
て
は
、
不
法
入
国
の
外
国
人
に
も
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ぶ

か
に
付
き
、
あ
る
判
例
(
レ
ム
・
ム

l
ン
・
シ
ン
判
決
)
は
こ
れ
を
否
定
的
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
先
の
日
本
人
移
民
事
件
判
決
は



説

こ
れ
を
積
極
的
に
解
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
後
の
ク
ウ
ォ
ン
・
ハ
イ
・
チ
ュ

1
事
件
判
決
で
は
再
び
否
定
的
と
も
と
れ
る
説
示
が
な
さ
れ
て

お
り
、
一
貫
性
が
な
い
。
他
方
、
短
期
在
留
の
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
移
民
事
件
判
決
は
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
に
つ

き
懐
疑
的
と
も
思
わ
れ
る
説
示
を
し
て
い
る
が
、
他
の
連
邦
最
高
裁
判
例
で
は
こ
の
点
に
触
れ
る
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
、
と
い
っ
た
状
況

で
あ
る
。

北法42(3・112)800

論

も
っ
と
も
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
不
法
入
国
の
外
国
人
に
対
す
る
退
去
強
制
処
分
と
手
続
的
保
護
と
の
関
係
で
あ
ろ
(
引
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
長
い
間
不
法
入
国
を
隠
す
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
ら
の
人
々
に
厚
い
保
護
を
与

え
る
こ
と
は
奇
妙
で
あ
り
、
入
国
し
た
と
き
の
状
況
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
の
問
題
提
起
が
学
説
よ
り
辛
う
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
な
ぜ
そ
も
そ
も
不
法
入
国
の
外
国
人
に
も
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ぶ
の
か
、
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
い
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
当
時
の
退
去
強
制
制
度
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
退
去
強
制
処
分
は
身
柄
拘
束
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
人
身
の
自
由
と
い
う

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
い
う
「
自
由
し
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
も
の
が
剥
奪
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
は
あ
る
、

と
い
え
そ
う
で
は
あ
る
。

な
お
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
既
に
一
九
五

0

年
代
以
前
の
判
例
に
お
い
で
あ
る
程
度
確
立
さ
れ
て
い
た
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
実
体
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
聞
の
断
絶
が
、

一
九
五

0
年
代
の
判
例
に
よ
り
さ
ら
に
明
確
と
な
り
、
移
民
規
制
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
権
限
論
が
判
例
理
論
と
し
て
確
固
た
る
も
の

と
な
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
判
例
法
は
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
、
こ
の
理
論
を
確
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、

実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
を
外
国
人
は
有
し
て
お
ら
ず
、
外
国
人
が
合
衆
国
内
に
在
留
す
る
利
益
は
特
権
で
あ

る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
一
つ
は
、
移
民
規
制
権
限
行
使
の
際
の
連
邦
議
会
の
裁
量
権
が
き
わ
め
て
広
い
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。
特
に
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
移
民
法
領
域
に
お
け
る
、
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
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プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
そ
れ
と
の
聞
の
乗
離
を
顕
著
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
り
侵
害
・
剥
奪
さ
れ
る
個
人
の
利
益
の

軽
重
に
つ
い
て
も
、
一
九
五

0
年
代
以
前
と
同
じ
く
、
判
例
は
退
去
強
制
処
分
が
個
人
に
対
し
て
与
え
る
打
撃
の
程
度
が
重
い
こ
と
を
指
摘

す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
点
も
、
一
九
五

0
年
代
以
降
新
た
な
判
例
理
論
の
展
開
は
な
い
。

三
次
に
、
前
述
の
被
侵
害
利
益
の
軽
重
の
検
討
も
ま
た
判
例
上
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
利
益
の
軽
重
を
判
例
が
ど

の
よ
う
な
も
の
と
解
し
て
い
た
か
、
を
推
認
さ
せ
る
説
示
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
は
、
一
方
で
は
、
退
去
強

制
手
続
は
法
形
式
的
に
は
刑
事
手
続
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
他
方
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
実
質
的
効
果
が
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
刑

罰
を
課
し
た
場
合
の
そ
れ
と
対
比
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
(p。
し
た
が
っ
て
、
判
例
が
退
去
強
制
処
分
に
よ
る

被
侵
害
利
益
を
担
当
重
い
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
看
取
し
佐

μ
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
こ
と
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ

セ
ス
上
の
保
護
と
の
相
関
関
係
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
判
例
は
存
し
な
い
。

四
第
三
に
、
退
去
強
制
に
お
い
て
い
か
な
る
手
続
的
保
護
が
適
正
な
も
の
と
い
え
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
す
る
伝
統
的
な
対

応
は
、
①
退
去
強
制
手
続
は
刑
事
手
続
で
は
な
く
民
事
手
続
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
処
分
の
相
手
方
に
は
刑
事
裁
判
手
続
ほ
ど
広
範
な
手
続
的

保
護
を
受
げ
る
権
利
は
な
い
が
、
し
か
し
、
②
退
去
強
制
手
続
は
「
公
正
さ
に
つ
い
て
の
本
質
的
要
素
を
充
足
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
L

、

と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
。
こ
の
第
二
点
を
や
や
具
体
的
に
判
別
す
る
基
準
と
目
し
得
る
も
の
を
示
し
た
の
が
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ

ン
判
決
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
は
、
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
は
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
不
偏
性
の
基
準
(
の

R
Z
E守
胃
2
m
E括

的門包
R
骨
丘
町
ヨ
宮
3
S
E可
)
に
合
致
し
た
審
判
機
関
の
前
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
の
一
般
論
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
不
偏
性

の
基
準
と
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
き
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
利
益
(
こ
れ
が
直
ち
に
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
上
保
護
さ
れ
る
利
益
と
な
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
)
が
、
財
産
権
ー
ー
ー
そ
の
剥
奪
の
際
に
は
行
政
手
続
法
の
適
用
が
あ
る
|
|
等

と
比
し
て
よ
り
重
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
利
益
剥
奪
よ
り
も
薄
い
手
続
的
保
障
し
か
前
者
に
対
し
て
な
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
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説

(
甜
)

は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
疑
い
が
生
ず
る
、
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
は
、
利
益
の
軽
重
と
、
そ
の
剥
奪
の
際
に
要
求
さ

れ
る
手
続
と
の
聞
の
相
関
関
係
を
、
退
去
強
制
手
続
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
示
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
重
要
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
当
時
の
手
続
要
件
に
関
す
る
一
般
論
が
具
体
的
な
実
体
的
処
分
(
こ
こ
で
は
退
去
強
制
処
分
)
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
し
て
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
|
|
そ
れ
が
典
型
的
と
い
え
る
か
否
か
は
と
も
か
く
ー
ー
が
、
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

五
既
に
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
現
在
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
要
件
と
し
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
退
去

強
制
処
分
に
関
す
る
現
行
法
制
定
前
の
規
則
は
概
ね
満
た
し
て
お
り
、
一
般
的
な
手
続
要
件
論
と
の
関
係
で
は
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。

そ
し
て
、
現
行
法
制
下
に
お
け
る
退
去
強
制
処
分
手
続
も
ま
た
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
最
小
限
の
要
件
を
充
足
し

て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
(
い
こ
と
も
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
要
件
の
性
格
及
び
各
手
続
要
件
相
互
の
関
連
性
で
あ
る
。
こ
の
点
の
検
討
の
詳
細
は
第
二
部
の
課
題
で
あ
る

の
で
、
一
般
的
な
こ
と
と
し
て
次
の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
退
去
強
制
処
分
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
手
続
の
基
本
的
性
格

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
(
伊
、
そ
れ
が
「
機
会
の
保
障
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
寸
機
会
の
保
障
」
を
な
す
義
務
を
行

政
機
関
に
課
す
こ
と
を
判
例
が
認
め
た
重
要
性
は
、
迅
速
な
手
続
進
行
に
ま
さ
る
利
益
を
判
例
が
承
認
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
判
例
が
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係

で
問
題
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン

グ
は
、
理
論
上
労
働
長
官
等
の
下
級
行
政
機
関
に
よ
る
調
査
及
び
証
拠
収
集
手
続
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
証
拠
等

に
基
づ
い
て
上
級
行
政
庁
、
す
な
わ
ち
、
労
働
長
官
な
い
し
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
付
属
審
査
局
が
裁
決
を
下
す
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
付
属
審
査
局
に
よ
る
審
査
に
際
し
で
も
一
定
の
手
続
的
保
障
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
労
働
長
官
等
に
よ

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
最
終
的
な
処
分
に
至
る
過
程
中
の
裁
決
権
者
と
位
置
づ
け
ら

論

る
処
分
決
定
が
最
終
的

SE-)
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れ
る
も
の
|
|
特
に
付
属
審
査
局

i
lに
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
を
む
し
ろ
問
題
と
す
る
と
い
う
手
法

も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
独
立
し
て
、
そ
の
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
整

合
性
を
判
例
が
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
理
論
上
の
位
置
づ
け
は
と
も
か
く
、
実
際
に
は
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
い
わ
ば
第

一
審
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
の
認
識
を
判
例
が
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

以
上
の
分
析
か
ら
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
移
民
規
制
権
限
の
行
使
は
国
家
主
権
に
内

在
す
る
権
限
と
さ
れ
、
そ
の
実
体
的
側
面
へ
の
司
法
統
制
は
非
常
に
消
極
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
退
去
強
制
処
分
に
関
し
て
は
、

判
例
は
そ
の
手
続
的
側
面
に
対
し
て
司
法
統
制
の
た
め
の
一
定
の
基
準
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
後
に
第
二
部
で
述
べ
る
よ

う
に
、
具
体
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
か
な
り
厳
し
く
手
続
統
制
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
移
民
規
制
権
限
行
使
の
す
べ
て
の
局
面

に
お
い
て
司
法
統
制
が
後
退
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
合
衆
国
判
例
は
、
少
な
く
と
も
退
去
強
制
処
分
と
の
関
係
で
は
、
一

方
で
実
体
面
に
つ
い
て
は
移
民
規
制
権
限
の
行
使
を
連
邦
議
会
に
委
ね
な
が
ら
、
他
方
手
続
面
に
対
す
る
司
法
統
制
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
二
万
で
は
政
府
の
政
治
部
門
に
お
け
る
外
交
政
策
上
の
決
定

l
i筆
者
の
見
解
で
は
こ
れ
が
移
民
規
制
権
限
の
絶
対
的

f
z
s
q
)
性

格
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
(μ
ー
ー
を
尊
重
し
つ
つ
、
他
方
で
は
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
司
法
審
査
が
移
民
政
策
の
実
体
面
ま
で
及
べ
ば
連
邦
議
会
の
外
交
政
策
上
の
権
限
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な

る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
侵
さ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
た
制
約
が
手
続
保
障
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
例
は
第
二
章
で
み
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
理
論
的
根
拠
を
用

い
て
、
手
続
保
障
を
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
最
高
裁
は
、
入
国
拒
否
処
分
と
の
関
係
で
も
、
法
律
上
「
入
国
」
と
さ
れ
る

も
の
に
対
し
て
、
憲
法
上
の
視
点
か
ら
、
一
定
の
手
続
的
保
護
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
紹
介
・
検
討
す
る
「
再
入
国
」
理
論

が
こ
れ
で
あ
る
。

北法42(3・115)803
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説論

第
三
章

注

第

節

(
1
)
九山町内

Z
2巾
w
b九
も
む
き
な

.S
室
、
宮
町
、
3
R
a
w
印
ω
2
2・
円
・
月
開
〈
・
叶
NN・
選
(
呂
田
)
・

(
2
)
J門
担
ヨ
白
g
可白

4・
盟
国
F
q
(』白冨一口巾叩伶

-
5
5
-
m
gえ
の
白
田
市
)
唱

H∞由

C
・
ω
-
g
w
E
H
(
E
C
N
)
・

(
3
)
本
章
第
二
節
注
(
お
)
参
照
。

(
4
)
め
mm
〈巾『
W
E
-
-
h
M
h
a
&
ミ
H
3
抽
選
狩
『

S
.
3
、
さ
門
町
、
N
S
G
-
ω
H
C・
(
い
・
円
、
.
〉
・
月
開
〈
-HH品
H・
HH品∞

(
H
S
S
・

(
5
)
め
R
H
L。
gu
的
NhトV
S
ロ・(同)・

(
6
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
章
第
二
節
注
(
泣

)
1
(犯
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
7
)
本
章
第
二
節
注
(
泣

)
1
(羽
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
8
)
下
級
審
判
決
の
中
に
こ
の
利
益
の
喪
失
が
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
い
う
「
財
産
」
利
益
の
侵
害
に
該
当
す
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
本
章
第
二
節
注
(
幻

)
1
(お
)
参
照
。

(9)
め
町
間
当
g
m
J代田口問

ω
E
m
〈
・
冨
円
。
E
F
ω
ω
∞
己
・

ω
-
a
s
s
-
P
ユ印
O
ロ

4・
E
E
8・
ω品
N
C・
ω・
日
立

(HSN)
・

(叩

)
F
m
w
B
富
。
。
ロ

ω
-
p
m
4・
d
E
Z門
同
盟
主
g
w
H
g
d・
ω・
丘
町
品
吋
・

(日

)
J
E
S田仲田可
m
W
4
・
百
田
町
巾
『
(
』
同
匂
白
ロ

g
巾円
B
B釘
E
ロ
件
。
向
田
巾
)
・
同
∞
∞

C
・
ω・
巳

HOH・

(
ロ
)
問
者
。
ロ
何
回
目
一
円
U
F
2可
〈
・
問
。
]
門
出
口
mwωω
品巴・

ω・印
2
・
S
由
(
冨
印
ω)
・
「
合
法
な
永
住
外
国
人
に
は
第
五
修
正
の
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

の
保
護
が
及
ぶ
」
と
す
る
(
本
件
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
二
節

(
1
)
参
照
)
。

(日
)

J

門担門出血

S
3
4・
自
由
F
R
(』
者
向
ロ
命
的
巾
同
同

HHEmgE
ハ
U
S巾
)
咽
同
窓
口
・

ω・
巳

5
0・
本
章
第
二
節
注
(
日
)
参
照
。

(
M
)
不
法
入
国
の
外
国
人
に
は
手
続
的
保
護
が
及
ぶ
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
パ
ラ
ン

ス
に
欠
け
る
、
と
い
う
批
判
が
さ
な
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
二
章
参
照
。

(
日
)
冨
向
江
口
・

bNhhMM司
G
R
a
b誌
、
』
hhsS同
apAV
刊誌

HF同
弓
む
き
さ
~
向
。
還
さ
ミ
唱
え
令

W
E
d
-
同)同ゴ
-
F・
H
N
E
-
H
2・
Nω
。
(
冨
∞
ω)
・

(
凶
)
本
章
第
二
節
注
(
詑
)
参
照
・
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(5) 

(げ

)ω
応
〈
何
門

w
a
f
的
基
司
、
ぬ
ロ
・
(
品
)
同
片

H
H
印。

p
怠
・

(
凶
)
す
な
わ
ち
、
一
九
五

0
年
代
の
判
例
に
至
る
と
、
退
去
強
制
処
分
が
な
さ
れ
た
際
に
お
け
る
、
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
で
保
護

さ
れ
る
利
益
と
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
利
益
と
の
聞
の
希
離
が
顕
著
と
な
る
。
特
に
、
前
者
と
の
脈
絡
で
は
あ
た

か
も
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
利
益
が
存
し
な
い
か
の
ご
と
き
説
示
を
展
開
す
る
判
例
と
し
て
、
出
国
ユ
回
目
白
仏

g
〈・

ω}gcm吉岡町田印凶〉

ω品
N

C
・
ω
-
g
o
(冨
巴
一
本
件
の
事
案
・
判
旨
の
概
要
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法

審
査
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
六
四
頁
(
一
九
八
四
)
参
照
)
が
存
在
す
る
。
本
件
は
、
要
す
る
に
思
想
・
信
条
を
理
由
と
す
る
長

期
在
留
外
国
人
の
退
去
強
制
事
例
で
あ
る
が
、
長
期
在
留
と
い
う
事
実
か
ら
、
既
得
権
と
し
て
の
残
留
権
が
発
生
し
、
し
た
が
っ
て
市
民
と
同
程

度
の
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
得
る
旨
の
外
国
人
側
の
主
張
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
我
が
圏
内
に
あ
っ
て
こ
の
不
明
瞭
な
(
永
住
外
国
人
と
し
て
の
い
筆
者
注
)
地
位
を
延
長
す
る
こ
と
は
、
彼
(
外
国
人
)
の
権
利
で
は
な
く
、

政
府
が
特
に
寛
容
を
も
っ
て
許
し
与
え
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
政
府
が
そ
の
厚
遇
を
打
ち
切
る

権
限
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
題
が
最
初
に
提
起
さ
れ
て
以
来
、
本
法
廷
に
よ
り
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
中
略
)
外
国
人
が
彼
の
忠
誠
に
つ
い
て
の
こ
の
不
明
瞭
な
地
位
を
続
け
る
と
い
う
選
択
を
し
た
場
合
に
は
、
彼
が
わ
が
国
で
居
住
す
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
根
拠
の
不
確
か
な
テ
ニ
ュ
ア
(
白
胃

R
R芯
5
R
E
B
)
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

L
(
E
-
三
日
∞

2
ご

し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
の
継
続
的
居
住
は
、
政
府
に
よ
り
一
方
的
に
変
更
さ
れ
得
る
特
権
で
あ
り
、
実
体
的
デ
ュ

l
・プ

ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
を
基
礎
づ
け
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
凹
)
の
白
-
4
白
ロ
〈
・
司
5
8・
ω
ミ
ロ
・

ω・日
NN
・
印
出

(
E
E一
本
件
の
事
案
・
判
旨
の
概
要
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
(
日
)
八
六
六
頁
以
下
参
照
。
)

は
、
ご
」
れ
ら
の
政
策
(
出
入
国
管
理
政
策
)
の
形
成
が
専
ら
連
邦
議
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
(
中
略
)
法
律
及
び
判
例
の
中

で
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
説
示
す
る
。

(
却
)
仇
町
同
町
-
h
ニ
ハ
い
国
ユ
目
。
ロ
〈
戸
田
ロ
色
。
P
ω
h
F
N
C
・
ω・日
Nhp
日ω吋

ω∞
(
冨
日
N)
喝
の
回
目
〈
胆
ロ
〈
・
司
円
巾
目
印
・

ω品、吋

C
・
ω・国昨日一戸・

(
幻
)
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
後
掲
注
(
幻
)

(

M

)

及
び
(
お
)
参
照
。

(
幻
)
緑
町
向
・

h
J
吋
白
白
〈
・

E
巾
-8・
ω
ω
ω
C
-
∞
-
m
w
E
(
同
室
∞
)
噌
回

E
m
g
〈
・
者
向
M
O
P
S∞
C
・
ω・
5
日・

5
5
8
)
"
z
m
E話
回
0

4
・

当
E
F
M
E
d
-
∞
-
N
呂
-
N
E
(
E
N
N
)
・
も
っ
と
も
、
こ
の
旨
の
説
示
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
様
々
で
あ
る
。
ベ
白
ロ
4
・
2
E白ロ

判
決
で
は
、
退
去
強
制
事
由
を
規
定
し
た
法
規
に
限
定
解
釈
を
施
す
た
め
に
、
∞
吋
目
立
2
4・
4

弓
定
。
ロ
判
決
で
は
、
退
去
強
制
事
由
を
基
礎
づ
け
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説

る
た
め
の
証
拠
が
反
対
尋
問
を
経
ず
し
て
収
集
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
た
め
に
、
ま
た
、

zm
司
口
口
問
問
。
〈
者
E
Z
判

決
で
は
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
が
市
民
権
保
持
を
主
張
し
て
い
る
際
、
そ
の
点
の
主
張
は
い
か
な
る
手
続
を
経
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
、
と

の
論
点
と
の
関
連
で
、
そ
の
他
、
一
九
六

0
年
代
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
君
。
。
岳
山
、
〈
-
H
Z
ω
・
ω
自
己
・
ω
-
N
F
N
自
(
呂
志
)
で
は
、
退
去
強

制
事
由
を
裏
付
け
る
証
拠
の
程
度
と
い
う
論
点
と
の
関
連
で
、
前
述
の
説
示
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
な
お
、
寸
刑
罰
類
似
の
効
果
」
と
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
判
例
は
、
退
去
強
制
処
分
を
実
施
す
る
際
に
必
ず
身
体
的
拘
束
が
発
生
す
る
、
と
い
う

手
段
面
、
及
び
、
退
去
強
制
処
分
を
実
施
し
た
結
果
、
合
衆
国
内
で
取
得
し
た
生
活
基
盤
そ
の
他
財
産
を
失
う
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は

家
族
等
の
別
離
と
い
う
事
態
を
生
ぜ
し
め
る
、
と
い
っ
た
効
果
面
、
の
双
方
を
考
慮
に
い
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
注
(
沼
)
の
諸
判
例
参

照
。
後
者
に
着
目
す
れ
ば
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
区
分
論
に
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
、
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
既
に
第
二
章
で
述
べ
た

よ
う
に
、
入
国
拒
否
処
分
の
際
に
も
右
の
よ
う
な
効
果
が
生
ず
る
場
合
が
、
例
外
的
に
と
は
い
え
、
存
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
右
の
二

種
の
処
分
を
絶
対
的
に
区
分
す
る
判
例
理
論
は
、
処
分
が
有
す
る
寸
刑
罰
類
似
の
効
果
」
へ
の
着
目
、
と
い
う
視
点
と
抵
触
す
る
も
の
を
含
ん
で

い
る
と
い
え
よ
〉
フ
。

(M)
緑
町
向
・
h
F
-
H
Z
ω
〈
・
円
。
沼
市
N
・宮内ロ己
C
N
P

品
g
c・
ω
・
5
ω
N
・
呂
ω
∞
(
冨
∞
品
)
・

(
お
)
匂
町
同
町

-
F
∞
吋
広

m
g
J『・
4
弓

W
8・
ω
民

C
・
ω・
回
目

-
H
E
(同
宮
山
)
・
な
お
、
こ
の
点
と
の
関
係
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
出
入
国
管
理
手
続
が

非
刑
事
手
続
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
っ
と
も
初
期
の
判
例
た
る
司

g
m
J
E巾
、
ロ
ロ

m
判
決
(
本
章
第
二
節
注

(
1
)
1
(
8
)
及
び
そ
の
本

文
参
照
。
)
当
時
は
、
い
ま
だ
に
行
政
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
展
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
処
分
に
必
要
と
考

え
た
場
合
に
唯
一
あ
り
得
る
選
択
肢
は
裁
判
手
続
と
同
じ
手
続
要
件
を
課
す
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
2。
F
S
Yぬロ・
(

H

)

釦
門

戸
町
・
し
た
が
っ
て
、
そ
の
あ
ま
り
に
厳
格
な
手
続
要
件
を
課
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
連
邦
最
高
裁
は
処
分
手
続
の
非
刑
事
的
性
格
を
強
調
し
た

と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
出
)
九
山
町
同
町
・

h
-
W
C
E
R己
ω
g
R印
巾
同
門
巴
・

E
z
r
z
g印}向山、〈・
H
，O
内

H
M
E
d・
ω
-
E山Y
E品
(ENS-

(幻
)
M
U同町

-
F
。
。
。
仏
当
日
ロ
・
の
E
・
M
3雪
亡
き
凡
な
ミ

S
町
、
。
さ
ミ
ミ
同
母
R
E
S
H
-誌
、

S
N凡
円
』
ぎ
な
さ
ミ
33hH九
h
a
s
-
む
切
回
目
吋
ペ
回
・
円
Z
叶

-
F
F
・

日
・
5
U
(
同
申
立
・
討
)
唱
b
h
色
町
~
も
さ
町
誌
な
凡
誌
、
常
N
R
N胆
t
i
l
l
h
s豆
町
可
向
性
乱
。
誌
、
も
や
.
Q
h
N

抽出、
Hbh
均
貯
b
h
同
ミ
k

白
骨
喜
一
∞
国
見
4
・ド-HN開〈-HN∞
m-

]{ω
∞hp(H
由∞
ω)
・

(お
)ωω
タ
ロ
・

ω・
白
昨
日
。
，

E-

論
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(5) 

(
却
)
本
章
第
二
節
注
(
お

)
1
(必
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
却
)
匂
問
問
問
-
h
J
何
回

nR-河
口
町
〈
-HZω
・
巴
ω
司

-
E
N
g・
N
S
(由
同
町
(
U

町・

5
∞
叶
一
退
去
強
制
手
続
は
開
門

HE--〉
n
n
m
g
g
E急
円
。
〉
己
に
い

う
「
対
審
的
判
定
」
手
続
に
該
当
す
る
、
と
い
う
)
し
か
し
、
手
続
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
合
衆
国
移
民
法
が
非
常
に
複
雑
で
あ

る
た
め
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
の
行
使
が
し
ば
し
ば
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

oen国
c
F
当
弓

5
2』
E
d
g
吉田

k
F
F
I
-
-斗
胃
わ
C
Z
印叶司ローロ
C
Z
〉F
H

N

5

5
，印
C
司
〉
口
開
z
m
E叶
(
冨
∞
印
)

(
況
)
非
刑
事
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
は
基
本
的
に
は
「
議
会
の
保
障
」
で
あ
る
。
~
山
町
町
内

-
F
ω
門出君、話叶
N
-

〉ロ
5
2的
、
『
宮
司
百
円
〉
戸
呂

a-

N
O
N
E
(
)
ω
(
]
{
申
∞
品
)
・

(お
)
b同せ町
N
O』
マ
ミ
悶
唱
え
臼

ssnhnN明色、印刷も
S
ロ・

(
N
印
)
巳

E
S目白・

(
お
)
第
一
章
第
二
節
注
(
臼
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
M
A
)

第
一
章
第
二
節
注
(
叩

)
1
(即
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
お
)
一
九
一
七
年
法
第
一
九
条

o
s
g
R
-
∞
S
・
g-

(
羽
)
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
ザ
る
寸
聴
聞
」
に
つ
き
「
(
西
ド
イ
ツ
で
は
)
聴
聞
を
い
わ
ば
実
質
的
に
と
ら
え
る
(
こ
こ
で
「
実
質
的
L

と
は
「
単
に
意

見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
L

を
意
味
す
る
)
こ
と
か
ら
、
行
政
過
程
全
体
の
ど
こ
か
で
自
己
の
権
利
利
益
を
防
御
で
き
れ
ば
足
り

る
、
と
い
う
発
想
に
よ
り
、
広
く
(
聴
聞
)
の
追
完
、
(
穀
庇
の
)
治
癒
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
行
政
上
の
不
服
申
立
が

履
践
さ
れ
る
こ
と
自
体
で
そ
れ
を
認
め
る
の
が
そ
の
極
端
で
あ
る
。
L

と
い
わ
れ
て
お
り
(
高
木
光
「
西
ド
イ
ツ
行
政
手
続
法
の
動
向
L

『
神
戸
法

学
雑
誌
』
三
五
巻
三
号
六
九
二

i
九
三
頁
(
一
九
八
五
)
)
、
わ
が
国
で
も
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
(
綿

貫
芳
源
「
告
知
・
聴
聞
を
中
心
と
す
る
公
正
手
続
の
内
容
と
限
界
」
『
公
法
の
理
論
(
田
中
二
郎
古
希
記
念
)
(
中
)
』
一

O
四
五

1
四
六
頁
ご

九
七
六
)
)
が
、
合
衆
国
の
移
民
法
関
係
の
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
「
発
想
」
に
依
拠
し
な
い
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。

(
幻
)
な
お
第
一
章
第
二
節
注
(
即
)
参
照
。

(
お
)
翻
っ
て
わ
が
国
の
出
入
国
管
理
法
上
の
手
続
を
考
え
る
と
、
「
第
二
審
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
法
務
省
出
入
国
管
理
局
法
令
研
究
会
『
出

入
国
管
理
・
外
国
人
登
録
実
務
六
法
』
八
九
頁
(
一
九
八
三
)
)
第
四
八
条
の
特
別
審
理
官
に
よ
る
口
頭
審
理
で
は
あ
る
程
度
手
続
的
保
障
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
「
第
一
審
L

と
し
て
こ
れ
と
対
比
し
得
る
は
ず
の
第
四
五
条
の
入
国
審
査
官
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
手
続
的
保
障

が
講
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。
実
際
上
は
入
国
審
査
官
に
よ
る
審
査
段
階
に
至
る
ま
で
に
処
分
の
行
方
が
ほ
ぼ
決
せ
ら
れ
て
し
ま
う
(
例
え
ば
法
務
省

北法42(3・119)807 



説

出
入
国
管
理
局
「
昭
和
六

O
年
に
お
け
る
出
入
国
管
理
の
概
況
L

『
曹
時
』
三
八
巻
九
号
一

O
一
頁
第
一
九
表
ご
九
八
六
)
参
照
)
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
第
四
五
条
の
審
査
に
つ
き
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
大
き
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の

法
制
下
に
お
け
る
手
続
保
障
が
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
却
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
凶
)
第
一
章
・
第
二
章
参
照
。

(ω)
宮
川
成
雄
「
ア
メ
リ
カ
移
民
法
と
人
権
規
範
」
『
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
』
第
二
七
号
七
九

1
八
O
頁
ご
九
九
ご
は
こ
の
よ
う
に
評
価
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
叫
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
時
)
八
七
一
頁
。

(
必
)
め
同
町
周
忌
q
g
o
p
hぉ
♀
も
む
き
誌
を
芯
切
町
周
S
ミ
~
M
3
b
m
M
叫
釘
芝
芯
向
。
ミ
宮
町
内

S
ぬ

b
m苦
き

s
s
h
sミ
sh・
8
4司
民
自
・
問
、
.
同
州
開
〈
・

]5]5・
H
C
N由
E
N
吋
(
]
戸
由
∞
∞
)
・

(
必
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
団
)
八
七
一
頁
。
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